
児
童
ポ
ル
ノ
と
わ
い
せ
つ
規
制
に
関
す
る
若
干
の
憲
法
学
的
考
察

�

雄
一
郎

は
じ
め
に

二
〇
〇
三
年
に
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
児
童
ポ
ル
ノ
の
配
布
に
つ
い
て
連
邦
法
を
制
定
し
た
が
、
二
〇
〇

八
年
に
連
邦
最
高
裁
は
本
法
に
合
憲
判
断
を
下
し
た
。
本
法
は
、
モ
デ
ル
と
な
る
子
ど
も
が
現
実
に
は
存
在
し
な
い
疑
似
的
な
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
を
用
い
た
児
童
ポ
ル
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
仲
介
行
為
を
刑
事
上
の
犯
罪
と
規
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
二
〇
〇
八
年
判
決
以
前
に
、
連
邦
議
会
は
一
九
九
〇
年
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
児
童
ポ
ル
ノ
を
規
制
す
る
法
律
を
既
に

制
定
し
て
お
り
、
二
〇
〇
二
年
に
本
法
は
文
面
無
効
の
判
断
を
受
け
て
い
た
。
連
邦
議
会
と
連
邦
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
に
保
護
さ
れ
る

べ
き
言
論
と
保
護
さ
れ
な
い
言
論
の
境
界
を
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
？
二
〇
〇
八
年
判
決
と
二
〇
〇
二
年
判
決
を
ど
の
よ
う
に
整

理
す
る
べ
き
だ
ろ
う
か
？

ア
メ
リ
カ
の
わ
い
せ
つ
概
念
は
二
百
年
前
の
イ
ギ
リ
ス
コ
モ
ン
ロ
ー
を
起
源
と
し
て
い
る
。
二
百
年
前
に
確
立
さ
れ
た
わ
い
せ
つ
概
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念
は
、
現
代
で
も
利
用
可
能
だ
ろ
う
か
？
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
わ
い
せ
つ
な
コ
ン
テ
ン
ツ
が
流
通
す
る
こ
と
を
起
草
者
た
ち
は

予
想
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ネ
ッ
ト
に
氾
濫
す
る
わ
い
せ
つ
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
見
れ
ば
、
起
草
者
た
ち
は
卒
倒
し
て
し
ま
う

か
も
し
れ
な
い
。
わ
い
せ
つ
に
関
す
る
法
律
は
立
法
府
に
置
い
て
制
定
さ
れ
、
行
政
府
に
よ
っ
て
刑
事
訴
追
さ
れ
る
。
問
題
と
な
る
作

品
の
わ
い
せ
つ
物
の
該
当
性
は
、
司
法
府
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。
時
代
が
変
わ
っ
て
も
法
律
の
文
言
は
立
法
者
に
よ
っ
て
固
定
さ

れ
て
お
り
、
現
代
で
も
な
お
連
邦
憲
法
起
草
者
の
意
図
を
忠
実
に
反
映
さ
せ
て
、
法
律
の
文
言
を
解
釈
す
る
べ
き
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
と

も
憲
法
を
起
草
者
の
理
解
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
、
現
代
に
生
き
る
人
た
ち
の
感
覚
を
法
解
釈
に
反
映
さ

せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
？

ネ
ッ
ト
の
登
場
に
よ
っ
て
、
高
速
に
、
安
価
で
、
国
境
を
越
え
て
情
報
を
多
数
の
者
に
発
信
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
情
報
発

信
の
手
段
は
多
様
化
し
、
通
信
と
放
送
の
融
合
が
政
府
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
進
化
し
続
け
る
通
信
媒
体
に
法
律
は

常
に
後
追
い
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
文
言
に
反
す
る
解
釈
は
当
然
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
法
律
の
後
追
い
を
ど
こ
ま
で
法
解
釈

で
追
認
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

現
在
、
ネ
ッ
ト
上
の
児
童
ポ
ル
ノ
配
信
に
つ
い
て
、
子
ど
も
の
虐
待
防
止
と
い
う
視
点
か
ら
統
制
す
べ
き
だ
と
い
う
点
に
一
致
は
見

ら
れ
て
も
、
そ
の
目
的
の
達
成
手
段
に
は
争
い
が
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
作
成
さ
れ
た
児
童
ポ
ル
ノ
を
仲
介
す
る
行
為
に
つ
い
て
刑

事
制
裁
を
科
す
法
律
を
議
会
で
新
た
に
制
定
す
べ
き
だ
ろ
う
か
？
そ
の
際
に
、
明
確
性
の
問
題
は
ク
リ
ア
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
と

も
従
来
の
判
決
や
法
律
の
解
釈
や
修
正
で
十
分
足
り
る
だ
ろ
う
か
？
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
児
童
ポ
ル
ノ
を
め
ぐ
る
議
論
は
、

日
本
で
も
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
佐
藤
幸
治
は
、
憲
法
の
物
語
性
（
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
）
を
提
唱
（
１
）

す
る
。
法
律
の
起
草
期
か
ら
今
を
生
き
る

現
代
ま
で
の
物
語
を
記
述
す
る
こ
と
が
憲
法
学
者
の
使
命
で
あ
る
と
い
う
。
法
律
学
者
の
使
命
は
、
立
法
者
の
制
定
す
る
法
律
、
裁
判

官
が
下
す
判
決
と
一
般
国
民
と
の
間
に
存
在
す
る
奈
落
を
埋
め
る
こ
と
に
あ
る
。
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一
章

児
童
ポ
ル
ノ
規
制
に
関
す
る
一
九
六
〇
―
八
〇
年
代
の
問
題

１.

児
童
ポ
ル
ノ
の
自
己
所
持
規
制
の
合
憲
性
に
係
る
議
論

本
稿
で
は
、
な
ぜ
ネ
ッ
ト
上
の
わ
い
せ
つ
に
関
係
す
る
素
材
が
憲
法
上
の
保
護
を
与
え
ら
れ
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
規
制
が
容
認

さ
れ
た
り
す
る
の
か
？
を
ア
メ
リ
カ
法
を
中
心
に
検
討
す
る
。
こ
の
問
い
に
解
答
を
与
え
る
際
、
従
来
の
わ
い
せ
つ
物
に
関
す
る
表
現

の
自
由
理
論
は
放
棄
を
迫
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
と
も
従
来
の
法
律
解
釈
で
足
り
る
の
か
、
と
い
う
争
点
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
争

点
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
、
二
〇
〇
八
年
の
連
邦
最
高
裁
判
決
は
参
考
に
な
る
。
し
か
し
二
〇
〇
八
年
判
決
は
単
独
で
存
在
す
る
わ

け
で
は
な
い
。
一
九
八
二
年
の
フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ー
判
決
、
そ
し
て
、
二
〇
〇
二
年
判
決
を
考
察
す
る
こ
と
で
初
め
て
二
〇
〇
八
年
連
邦
法

の
合
憲
判
断
を
検
討
す
る
資
格
を
得
る
。

児
童
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
（
以
下
、
ポ
ル
ノ
）
と
は
、
未
成
年
者
の
性
行
為
を
撮
影
あ
る
い
は
録
画
し
た
素
材
を
い
う
。
対
象
者
と
な

る
未
成
年
者
の
年
齢
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
の
連
邦
法
あ
る
い
は
州
法
上
の
基
準
が
あ
り
、「
性
行
為
」
の
定
義
も
州
に
よ
っ
て
異
な

る
。
ま
た
、
児
童
ポ
ル
ノ
は
、
通
常
の
わ
い
せ
つ
議
論
と
異
な
る
争
点
も
提
示
し
て
（
２
）

い
る
。

児
童
ポ
ル
ノ
に
関
す
る
連
邦
最
高
裁
の
著
名
な
判
断
は
一
九
八
二
年
の
フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ー
（
３
）

判
決
で
示
さ
れ
た
。
本
件
で
は
、
児
童
ポ
ル

ノ
を
禁
止
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
（
４
）

州
法
が
問
題
と
な
っ
た
。
州
法
は
、
故
意
に
、
一
六
歳
以
下
の
子
ど
も
の
性
的
行
為
を
描
写
す
る
素
材

を
、
作
成
、
促
進
、
展
示
、
売
却
す
る
行
為
を
刑
事
上
の
犯
罪
と
し
て
禁
止
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
性
的
行
為
」
と
は
、
現
実
の

あ
る
い
は
擬
似
的
な
性
的
交
渉
、
異
常
な
性
的
交
渉
、
知
性
の
欠
け
た
性
的
交
渉
、
自
慰
行
為
、
サ
ド
マ
ゾ
的
行
為
、
生
殖
器
の
淫
ら

な
展
示
と
定
義
さ
れ
る
。

本
件
で
は
、
二
人
の
少
年
の
自
慰
行
為
を
映
し
た
フ
ィ
ル
ム
を
覆
面
捜
査
官
に
販
売
し
よ
う
と
し
た
行
為
者
に
対
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
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ク
州
最
高
裁
に
て
有
罪
判
決
が
下
さ
（
５
）

れ
た
。
第
二
審
は
、
有
罪
判
決
を
維
持
し
た
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
控
訴
審
裁
判
所
は
、
州
法
を

連
邦
憲
法
第
一
修
正
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
判
断
（
６
）

し
た
。

連
邦
最
高
裁
は
、
原
判
決
を
破
棄
し
て
、
有
罪
判
決
を
支
持
し
た
。
ホ
ワ
イ
ト
が
法
廷
意
見
を
執
筆
し
、
バ
ー
ガ
ー
、
パ
ウ
エ
ル
、

レ
ー
ン
キ
ス
ト
、
オ
コ
ナ
ー
が
同
調
し
た
。
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
少
年
の
肉
体
的
、
心
理
的
健
康
を
保
護
す
る
州
の
利
益
は
、
や
む

に
や
ま
れ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
ポ
ル
ノ
の
対
象
に
子
ど
も
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
対
象
と
さ
れ
る
少
年
の
心
理
、
感
情
、
精
神
的
健
康
を

害
す
る
。
少
年
を
利
用
し
た
ポ
ル
ノ
は
い
っ
た
ん
流
通
さ
れ
る
と
永
久
的
に
利
用
さ
れ
、
ポ
ル
ノ
市
場
に
流
布
さ
れ
る
。
有
罪
判
決
を

受
け
た
フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ー
氏
は
、
過
少
包
摂
あ
る
い
は
広
範
ゆ
え
に
無
効
で
あ
っ
て
、
文
面
無
効
と
適
用
違
憲
を
主
張
し
た
が
受
け
入
れ

ら
れ
な
か
（
７
）

っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
官
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
官
の
意
見
を
参
考
に
、
わ
い
せ
つ
に
関
す
る
議
論

を
批
判
的
に
検
討
す
る
。
例
え
ば
、
オ
コ
ナ
ー
は
、
法
廷
意
見
に
参
加
し
、
同
意
意
見
を
述
べ
た
。
オ
コ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
真
剣
な
文

学
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
も
児
童
ポ
ル
ノ
を
禁
止
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
法
廷
意
見
は
検
討
し
て
い
な
い
。
州
法
か
ら
真
剣
な
文

学
的
、
科
学
的
、
教
育
的
素
材
を
文
面
上
、
例
外
扱
い
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
。
も
し
文
学
作
品
を
排
除
す
る
と
い
う
よ
う
な
例
外

規
定
を
置
く
場
合
、
内
容
規
制
に
該
当
す
る
し
、
本
件
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
は
文
面
上
、
過
度
に
広
範
と
は
い
え
な
い
と
述
べ

た
に
過
ぎ
（
８
）

な
い
。

ブ
レ
ナ
ン
は
同
意
意
見
を
述
べ
、
マ
ー
シ
ャ
ル
が
同
調
し
た
。
未
成
年
者
に
対
す
る
害
悪
が
存
在
し
な
い
場
合
、
州
は
、
性
的
志
向

を
有
す
る
素
材
を
禁
止
す
る
権
限
を
有
し
な
い
。
真
剣
な
文
学
的
価
値
が
認
め
ら
れ
る
作
品
に
州
法
を
適
用
す
る
こ
と
は
違
憲
の
疑
い

が
（
９
）

あ
る
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
は
判
決
に
同
意
し
た
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
本
件
に
つ
い
て
合
憲
的
に
適
用
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、

広
範
性
ゆ
え
に
無
効
の
議
論
を
法
廷
意
見
は
扱
う
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
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フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ー
判
決
は
二
〇
〇
二
年
及
び
二
〇
〇
八
年
判
決
の
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
。
フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ー
判
決
を
現
在
、
ど
の
よ
う

に
批
判
的
に
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
か
？

本
件
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
は
、
文
面
上
、
わ
い
せ
つ
該
当
性
に
つ
い
て
の
証
拠
を
必
要
と
し
て
い
な
い
。
こ
の
判
決
で
は
、
連
邦

最
高
裁
は
積
極
的
に
児
童
ポ
ル
ノ
の
範
囲
を
確
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
オ
コ
ナ
ー
は
、
真
剣
な
文
学
的
価
値
を
有
し
て
い
て
も
「
児

童
ポ
ル
ノ
」
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
わ
い
せ
つ
性
と
真
剣
な
文
学
的
作
品
と
し
て
の
価
値
が
両
立
す
る
場
合

も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
点
で
他
の
裁
判
官
と
は
異
な
る
。

フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ー
判
決
は
、
他
州
で
児
童
ポ
ル
ノ
が
作
成
さ
れ
た
場
合
で
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
が
適
用
さ
れ
、
児
童
ポ
ル
ノ
の
自
己

所
持
に
つ
い
て
禁
止
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
判
決
に
よ
れ
ば
、
児
童
ポ
ル
ノ
規
制
は
、
わ
い
せ
つ
の
要
件
を
示
し
た
ミ
ラ
ー
判
決

（
後
章
で
検
討
す
る
）
の
基
準
を
満
た
す
必
要
は
な
い
と
い
う
。
フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ー
判
決
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
一
三
年
前
、
一
九
六
九
年

の
ス
タ
ン
リ
ー
判
決
で
は
わ
い
せ
つ
物
の
自
己
所
持
を
州
が
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
ア
（
１０
）

州
法
は
個
人
所
持
を
禁

止
す
る
州
法
を
制
定
し
て
い
た
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
と
い
う
理
由
で
連
邦
最
高
裁
に
よ
っ
て
違
憲
無
効
と
判
断
さ
れ
た
。

本
件
で
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
（
１１
）

州
法
に
よ
っ
て
、
捜
索
令
状
に
基
づ
き
ス
タ
ン
リ
ー
氏
の
自
宅
寝
室
の
机
の
引
き
出
し
か
ら
わ
い
せ
つ
物
の

証
拠
が
押
収
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
こ
の
証
拠
に
基
づ
き
、
ス
タ
ン
リ
ー
氏
は
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
マ
ー
シ
ャ
ル
執
筆
の
法
廷
意
見

は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
を
文
面
無
効
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

本
章
で
は
、
児
童
ポ
ル
ノ
は
通
常
の
わ
い
せ
つ
物
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
個
別
の
裁
判
官
に
衝
突
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
憲
法
上
、
わ
い
せ
つ
物
の
自
己
所
持
規
制
は
許
さ
れ
な
い
が
、
児
童
ポ
ル
ノ
の
自
己
所
持
規
制
は

許
さ
（
１２
）

れ
る
。
次
に
、
こ
の
フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ー
判
決
が
一
九
九
〇
年
末
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
先
例
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
至
る
の
か
、

を
検
討
す
る
。
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二
章

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
擬
似
ポ
ル
ノ
の
問
題

１.

二
〇
〇
二
年
判
決
と
一
九
八
二
年
判
決
の
整
合
性

一
九
八
二
年
の
フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ー
判
決
は
、
児
童
ポ
ル
ノ
を
規
制
す
る
目
的
が
子
ど
も
の
虐
待
を
防
止
し
て
、
子
ど
も
を
保
護
す
る
こ

と
で
あ
る
と
示
し
た
。
児
童
の
性
的
虐
待
が
、
子
ど
も
の
精
神
的
滋
養
に
悪
い
影
響
を
与
え
、
性
的
搾
取
に
つ
な
が
る
と
い
う
。

フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ー
判
決
以
前
に
、
連
邦
議
会
は
連
邦
法
で
あ
る
「
一
九
七
七
年
児
童
の
性
的
虐
待
禁
止
法
（T

he
P
rotection

of
C
hil-

dren
A
gainst

Sexual
E
xploitation

A
ct
of

（
１３
）

1977

）」
を
用
意
し
て
い
た
が
、
禁
止
さ
れ
る
行
為
は
、
商
業
目
的
の
児
童
ポ
ル
ノ
に

限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
七
七
年
法
の
特
徴
は
、
問
題
と
な
る
素
材
が
州
を
越
え
て
流
通
す
る
場
合
に
刑
事
処
罰
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

本
法
は
、
連
邦
憲
法
一
編
八
条
三
項
の
州
際
通
商
条
項
を
根
拠
に
し
て
い
る
。
初
犯
に
は
最
高
十
年
、
一
万
ド
ル
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ

る
。
再
犯
に
は
最
高
十
五
年
、
一
万
五
千
ド
ル
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
。

一
九
八
二
年
の
フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ー
判
決
以
降
、
連
邦
議
会
は
一
九
八
四
年
に
わ
い
せ
つ
及
び
商
業
目
的
の
文
言
を
削
除
（
１４
）

し
た
。
七
七
年

法
は
、
児
童
の
性
的
虐
待
の
防
止
を
目
的
に
し
て
い
た
が
、
児
童
ポ
ル
ノ
禁
止
の
対
象
年
齢
を
十
六
歳
と
し
、
売
春
禁
止
年
齢
を
十
八

歳
と
し
て
い
た
。
新
法
は
、
年
齢
を
一
律
に
し
た
。
制
裁
規
定
も
、
初
犯
は
、
一
万
か
ら
十
万
ド
ル
の
罰
金
、
再
犯
は
、
一
万
五
千
ド

ル
か
ら
二
十
万
ド
ル
と
し
た
。
児
童
ポ
ル
ノ
の
大
量
頒
布
を
行
う
企
業
に
向
け
て
、
組
織
的
な
利
用
に
対
し
て
は
最
高
二
十
五
万
ド
ル

の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
、
ス
タ
ン
リ
ー
判
決
に
従
い
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
該
当
し
な
い
わ
い
せ
つ
物
の
自
己
所
持

は
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
幾
つ
か
の
州
で
は
児
童
ポ
ル
ノ
の
所
持
及
び
鑑
賞
を
禁
止
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
一
九

九
〇
年
に
オ
ズ
ボ
ー
ン
（
１５
）

判
決
は
、
子
ど
も
を
搾
取
す
る
児
童
ポ
ル
ノ
の
所
持
及
び
鑑
賞
を
禁
止
す
る
オ
ハ
イ
オ
州
法
が
問
題
と
な
っ
た
。

連
邦
最
高
裁
は
、
州
法
の
合
憲
性
を
支
持
し
た
。
連
邦
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、
未
成
年
者
を
保
護
す
る
と
い
う
州
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
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益
が
存
在
し
、
州
法
の
文
言
も
過
度
に
広
範
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
。
本
判
決
は
、
オ
ハ
イ
オ
州
法
の
文
言
を
限
定
的
に
解
釈

し
た
。
未
成
年
者
の
裸
体
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
性
的
関
心
を
刺
激
す
る
場
合
だ
け
が
訴
追
の
対
象
と
な
る
と
（
１６
）

い
う
。
本
判
決
以
降
、
連

邦
議
会
は
、「
一
九
九
〇
年
子
ど
も
を
保
護
す
る
回
復
及
び
罰
則
向
上
法
（T

he
C
hild

P
rotection

R
estoration

and
P
enalties

E
nhancem

ent
A
ct
of１９９０

）」
を
制
定
（
１７
）

し
た
。
九
十
年
法
は
、
児
童
ポ
ル
ノ
を
視
覚
的
に
描
写
し
た
素
材
を
販
売
す
る
行
為
を
処

罰
す
る
。
児
童
ポ
ル
ノ
を
掲
載
し
た
三
冊
以
上
の
書
籍
、
雑
誌
、
週
刊
誌
、
フ
ィ
ル
ム
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
を
所
持
す
る
行
為
は
連
邦
法

上
の
犯
罪
と
な
る
。

こ
の
連
邦
議
会
の
立
法
活
動
に
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
一
般
の
家
庭
に
も
普
及
し
、
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
情
報
発

信
が
社
会
上
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
が
あ
る
。
ま
た
、
児
童
ポ
ル
ノ
が
数
百
万
ド
ル
を
生
み
出
す
産
業
と
し
て
発
達
し
た

た
め
、
連
邦
政
府
は
、
州
際
通
商
条
項
を
利
用
し
て
、
利
益
を
生
む
産
業
と
し
て
発
達
し
た
児
童
ポ
ル
ノ
産
業
を
取
り
締
ま
ろ
う
と
意

図
し
た
。
表
現
の
自
由
で
は
な
く
、
州
際
通
商
の
問
題
と
な
る
「
取
引
」
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
規
制
根
拠
を
容
易
に
連
邦
政
府
は
手

に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
八
〇
年
代
の
フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ー
判
決
や
オ
ズ
ボ
ー
ン
判
決
が
将
来
に
残
し
た
問
題
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ

ラ
フ
ィ
ッ
ク
を
利
用
し
た
児
童
ポ
ル
ノ
を
規
制
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ー
判
決
と
異
な
り
、
子

ど
も
の
性
的
活
動
を
撮
影
し
た
り
、
録
画
し
た
り
す
る
行
為
を
伴
わ
ず
、
想
像
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
で
モ
デ
ル
を
使
わ
ず

に
性
的
活
動
を
描
写
す
る
だ
け
の
場
合
、
性
的
に
搾
取
さ
れ
る
子
ど
も
は
実
在
し
な
い
。

二
〇
〇
二
年
判
決
（
ア
シ
ュ
ク
ロ
フ
ト
フ
リ
ー
ス
ピ
ー
チ
（
１８
）

判
決
）
は
、
こ
の
争
点
を
審
理
し
た
判
決
で
あ
る
。「
一
九
九
六
年
児
童

ポ
ル
ノ
禁
止
法
（T

he
C
hild

P
ornography

P
revention

A
ct
of
1996

）
通
称C

P
P
A

と
呼
ば
（
１９
）

れ
る
」
は
、
十
八
歳
以
下
の
者
を

利
用
し
た
「
児
童
ポ
ル
ノ
」
を
禁
止
す
る
。
本
法
で
禁
止
さ
れ
る2256

（8

）は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
児
童
ポ
ル
ノ
」
と
は
、
視
覚
的
描
写
で
あ
っ
て
、
写
真
、
映
画
、
ビ
デ
オ
、
絵
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
作
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
や
写
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真
を
指
し
、
電
子
あ
る
い
は
機
械
他
の
手
段
に
よ
っ
て
性
的
に
明
白
な
行
為
を
含
む
も
の
を
い
う
。

（
Ａ
）

性
的
に
明
白
な
行
為
に
未
成
年
者
が
従
事
し
て
い
る
様
子
を
視
覚
的
に
描
写
し
て
い
る
も
の
。

（
Ｂ
）
（
二
〇
〇
二
年
違
憲
判
決
前
）
視
覚
的
描
写
で
、
写
真
、
映
画
、
ビ
デ
オ
、
絵
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
あ
る
い
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

で
作
成
さ
れ
た
、
未
成
年
者
が
性
的
行
為
に
従
事
し
て
い
る
ら
し
く
み
え
る
イ
メ
ー
ジ
あ
る
い
は
絵
を
い
う
。
視
覚
的
描
写
と

は
、
作
成
方
法
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
描
写
を
含
む
。

（
二
〇
〇
二
年
違
憲
判
決
後
の
連
邦
議
会
に
よ
る
修
正
）
視
覚
的
描
写
が
デ
ジ
タ
ル
イ
メ
ー
ジ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
イ
メ
ー
ジ
、

あ
る
い
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
作
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
、
未
成
年
者
が
明
白
に
性
的
行
為
に
従
事
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ

と
判
別
不
能
な
も
の
。
あ
る
い
は
、

（
Ｃ
）

視
覚
的
描
写
が
、識
別
で
き
る
未
成
年
者
が
性
的
に
明
白
な
行
為
に
従
事
し
て
い
る
よ
う
に
作
成
、編
集
、修
正
さ
れ
た
も
の
。

（
Ｄ
）
（
二
〇
〇
二
判
決
以
降
削
除
）
視
覚
的
描
写
が
児
童
ポ
ル
ノ
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
方
法
で
広
告
、
促
進
、
提
示
、

記
述
、
配
布
す
る
も
の
を
い
う
。

児
童
ポ
ル
ノ
の
素
材
の
所
持
及
び
配
布
が
禁
止
さ
れ
る
規
定
と
し
て2252A

（a

）が
用
意
さ
れ
て
（
２０
）

い
る
。
以
上
の
規
定
の
う
ち
、

2256

（8

）（B

）（
児
童
ポ
ル
ノ
の
定
義
規
定
の
う
ち
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
作
成
さ
れ
た
要
件
）
と2256

（8

）（D

）（
疑
似
ポ
ル
ノ
配
布
規
定

の
う
ち
実
在
の
性
的
行
為
ら
し
く
見
え
る
規
定
）
が
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
。

条
文
を
見
れ
ば
、2256

（8

）（B

）は
、
写
真
、
映
画
、
ビ
デ
オ
、
絵
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
作
成
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
、
視
覚
的
に
描
写

さ
れ
た
未
成
年
者
の
性
的
行
為
を
指
す
こ
と
が
理
解
で
（
２１
）

き
る
。2256
（8

）（D

）（
疑
似
ポ
ル
ノ
配
布
規
定
）
は
、
児
童
ポ
ル
ノ
を
、
未

成
年
者
が
性
的
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
方
法
（conveys

the
im
pression

）
で
、
当
該
イ
メ
ー
ジ
を
広
告
、
促

進
、
展
示
、
描
写
、
配
布
す
る
行
為
を
規
定
し
て
（
２２
）

い
る
。
も
し
違
反
し
た
場
合
、2252

（b

）（1

）（
違
反
者
に
対
す
る
制
裁
規
定
）
に
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従
い
、
初
犯
で
最
高
一
五
年
の
懲
役
に
な
る
。
再
犯
の
場
合
、
五
年
か
ら
三
十
年
の
懲
役
刑
を
科
せ
ら
れ
る
。

抗
弁
と
し
て
、
素
材
が
成
年
者
を
対
象
に
し
て
お
り
、
素
材
が
現
実
の
児
童
を
描
写
し
て
い
る
印
象
を
与
え
な
い
ま
ま
伝
達
さ
れ
る

も
の
が
用
意
さ
れ
て
（
２３
）

い
る
。
本
法
に
対
し
て
成
年
映
画
協
会
、
ヌ
ー
デ
ィ
ス
ト
擁
護
団
体
な
ど
が
本
法
に
対
し
て
宣
言
的
及
び
暫
定
的

イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
北
部
地
区
地
方
裁
判
所
に
求
め
た
。
地
裁
は
、
本
法
に
合
憲
判
断
を
下
（
２４
）

し
た
。
し
か
し
、

第
九
巡
回
裁
判
所
は
、
一
九
九
四
年
、
本
法
に
対
し
て
違
憲
無
効
の
判
断
を
下
し
て
（
２５
）

い
た
。

ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
が
法
廷
意
見
を
執
筆
し
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
、
ス
ー
タ
ー
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
、
ブ
レ
イ
ヤ
ー
が
同
調
（
２６
）

し
た
。
法
廷

意
見
は
、
擬
似
児
童
ポ
ル
ノ
を
禁
止
す
る
諸
規
定
の
う
ち
、
定
義
に
関
す
る
規
定2256

（8

）（B

）及
び
擬
似
児
童
ポ
ル
ノ
規
定2256

（8

）

（D

）に
対
し
て
違
憲
無
効
の
判
断
を
下
し
た
。
両
規
定
は
過
度
に
広
範
ゆ
え
に
無
効
で
あ
る
。
擬
似
児
童
ポ
ル
ノ
（
児
童
ポ
ル
ノ
ら
し

く
見
え
る
）
規
定
は
、
現
実
の
児
童
ポ
ル
ノ
と
異
な
り
、
児
童
の
性
的
虐
待
と
関
連
性
が
な
い
。
擬
似
イ
メ
ー
ジ
と
現
実
の
児
童
虐
待

の
関
連
性
は
間
接
的
に
過
ぎ
な
い
。
配
布
に
何
ら
介
在
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
処
罰
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
法
の
児
童
ポ
ル
ノ

に
含
ま
れ
る
可
能
性
の
あ
る
作
品
の
中
に
は
、
重
要
な
文
学
的
、
芸
術
的
価
値
を
有
す
る
素
材
も
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

児
童
ポ
ル
ノ
を
政
府
が
禁
止
す
る
場
合
、
小
児
性
愛
者
が
子
ど
も
を
誘
惑
し
た
り
、
児
童
を
誘
惑
し
て
違
法
行
為
に
従
事
さ
せ
た
り

す
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
と
い
う
連
邦
議
会
の
判
断
を
か
り
に
支
持
で
き
て
も
、
本
法
の
文
言
は
十
分
に
正
当
化
で
き
て
い
な
い
。
保

護
さ
れ
た
言
論
も
規
制
の
対
象
に
し
て
い
る
。
抗
弁
も
合
憲
性
を
支
え
る
ほ
ど
に
十
分
で
は
な
い
。

２.

二
〇
〇
二
年
判
決
に
対
す
る
批
判
的
評
価

本
判
決
を
ど
の
よ
う
に
批
判
的
に
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

一
九
八
二
年
の
フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ー
判
決
は
、
ど
の
よ
う
に
児
童
ポ
ル
ノ
が
作
成
さ
れ
た
か
、
が
争
点
だ
っ
た
が
、
こ
の
二
〇
〇
二
年
判
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決
で
は
、
問
題
と
な
る
素
材
が
ど
の
よ
う
に
作
成
さ
れ
、
そ
し
て
伝
達
さ
れ
た
か
、
も
争
点
と
し
て
浮
上
し
た
。
本
件
で
は
、
作
成
方

法
を
問
わ
ず
受
領
者
は
す
べ
て
本
法
で
訴
追
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
本
判
決
後
も
、
違
憲
判
断
を
受

け
た
本
規
定
に
よ
っ
て
訴
追
さ
れ
な
く
て
も
他
の
要
件（
Ａ
）や（
Ｂ
）に
よ
っ
て
訴
追
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

ト
ー
マ
ス
は
、
判
決
に
一
部
同
意
し
、
次
の
点
を
強
調
（
２７
）

し
た
。
も
し
技
術
が
進
歩
す
れ
ば
、
実
在
と
疑
似
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
り
、

政
府
は
実
在
の
児
童
ポ
ル
ノ
禁
止
法
す
ら
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
政
府
は
、
特
定
の
ポ
ル
ノ

イ
メ
ー
ジ
に
実
在
の
児
童
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
を
立
証
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ト
ー
マ
ス
は
、
政
府
は
疑
似
児
童
ポ
ル
ノ

に
つ
い
て
、
抗
弁
を
慎
重
に
設
定
し
て
、
規
制
対
象
を
限
定
す
れ
ば
規
制
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

レ
ー
ン
キ
ス
ト
は
反
対
意
見
を
執
筆
し
て
い
る
。
連
邦
議
会
は
、
実
在
の
児
童
ポ
ル
ノ
を
禁
止
す
る
と
い
う
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利

益
を
有
し
て
い
る
。
急
速
に
進
歩
す
る
技
術
に
よ
っ
て
、
児
童
ポ
ル
ノ
を
禁
止
す
る
法
律
を
議
会
が
制
定
す
る
こ
と
が
将
来
、
不
可
能

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
議
会
の
判
断
を
裁
判
所
は
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
連
邦
議
会
は
、
実
在
の
子
ど
も
の
明
白
に
性

的
な
行
為
の
視
覚
的
描
写
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
に
よ
っ
て
現
実
と
疑
似
の
区
別
が
つ
か
な
い
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
区
別
す
べ

き
で
あ
っ
た
が
し
な
か
（
２８
）

っ
た
。

オ
コ
ナ
ー
裁
判
官
の
一
部
同
意
一
部
反
対
意
見
は
、2256

（8

）（D

）の
「
実
在
の
児
童
ポ
ル
ノ
ら
し
く
見
え
る
」
規
定
に
つ
い
て
法

廷
意
見
の
判
断
を
支
持
（
２９
）

す
る
。
し
か
し
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
作
成
さ
れ
た
」
に
関
す
る2256

（8

）（B

）に
つ
い
て
法
廷
意
見
は
妥
当
で

な
か
っ
た
と
い
う
。
本
件
の
規
定
は
、
二
つ
の
素
材
を
含
ん
で
い
る
。
対
象
が
未
成
年
者
に
見
え
る
が
成
年
者
で
あ
る
場
合
と
完
全
に

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
作
成
さ
れ
た
素
材
で
あ
る
。
未
成
年
者
に
見
え
る
成
年
者
を
利
用
し
た
素
材
に
適
用
す
る
限
り
は
違
憲
で
あ
る
。
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
で
完
全
に
作
成
さ
れ
た
疑
似
ポ
ル
ノ
に
つ
い
て
違
憲
判
断
を
下
す
に
は
証
拠
が
不
十
分
で
あ
る
以
上
、
合
憲
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
レ
ー
ン
キ
ス
ト
と
ス
カ
リ
ア
が
同
調
し
て
い
る
。
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二
〇
〇
二
年
に
ア
シ
ュ
ク
ロ
フ
ト
フ
リ
ー
ス
ピ
ー
チ
判
決
を
受
け
て
、
連
邦
議
会
は
新
た
な
法
律
を
制
定
し
た
。「
二
〇
〇
三
年
現

代
の
子
ど
も
の
搾
取
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
の
訴
追
に
よ
る
救
済
及
び
他
の
方
策
に
関
す
る
法
律
（P

rosecutorial
R
em
edies

and

O
ther

T
ools

to
E
nd
the
E
xploitation

of
C
hildren

T
oday

A
ct
of
2003,

略
称P

R
O
T
E
C
T
A
ct

以
下
二
〇
〇
三
年
法
と
表
記

す
る
）」
と
一
九
九
六
年
法
と
の
大
き
な
違
い
は
、
主
観
的
要
件
と
客
観
的
要
件
が2252

と2256

に
追
加
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

二
〇
〇
三
年
法
の2252A
（a

）（3

）（B

）（
受
領
者
に
信
じ
さ
せ
る
態
様
で
、
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
実
行
す
る
規
定
）
は
、
他
者
に
、

そ
れ
が
児
童
ポ
ル
ノ
で
あ
る
と
信
じ
さ
せ
る
よ
う
な
態
様
（in

a
m
anner

that
reflects

the
belief

）
で
問
題
と
な
る
素
材
を
知
り

な
が
ら
広
告
、
促
進
、
提
示
、
配
布
、
勧
誘
、
要
求
す
る
行
為
（
以
下
、
仲
介
行
為
）
を
禁
止
す
る
。

定
義
に
関
す
る2256

（2

）（A

）は
、「
性
的
に
明
白
な
行
為
」
と
し
て
、
現
実
あ
る
い
は
疑
似
的
な
性
的
交
渉
、
獣
姦
、
自
慰
、
サ
ド

マ
ゾ
に
よ
る
虐
待
、
公
的
な
場
所
に
お
け
る
淫
ら
な
展
示
を
示
し
て
（
３０
）

い
る
。
本
法
で
対
象
と
な
る
児
童
ポ
ル
ノ
は
、
実
在
す
る
未
成
年

者
と
判
別
不
能
な
イ
メ
ー
ジ
を
含
む
。
連
邦
議
会
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
人
が
見
て
、
未
成
年
者
が
性
的
に
明
白
な
行
為
を
現
実
に
実
行

し
て
い
る
と
感
じ
る
描
写
を
指
す
と
い
う
。
そ
し
て
、2256

（11

）（
未
成
年
者
の
疑
似
ポ
ル
ノ
と
実
在
ポ
ル
ノ
の
区
別
不
可
能
性
の
説

明
規
定
）
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
人
が
見
て
、
未
成
年
者
が
性
的
に
明
白
な
行
為
に
従
事
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
を
判
断
す
る
。
成
年
者

あ
る
い
は
未
成
年
者
を
描
い
た
デ
ッ
サ
ン
、
マ
ン
ガ
、
彫
刻
、
絵
画
は
本
法
の
対
象
と
な
ら
（
３１
）

な
い
。
本
法
に
違
反
す
る
行
為
は
、
五
年

か
ら
最
高
二
〇
年
の
懲
役
刑
を
科
せ
ら
（
３２
）

れ
る
。
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三
章

二
〇
〇
八
年
ウ
ィ
リ
ア
ム
判
決
に
対
す
る
批
判
的
考
察

１.

ウ
ィ
リ
ア
ム
判
決
に
対
す
る
批
判
的
考
察

本
件
は
二
〇
〇
二
年
判
決
を
破
棄
し
た
判
決
で
は
な
い
の
か
？
と
し
て
当
初
、
驚
き
を
持
っ
て
受
け
入
れ
ら
（
３３
）

れ
た
。
本
件
の
訴
訟
が

ど
の
よ
う
な
経
緯
を
辿
っ
た
の
か
、
を
概
括
す
る
。

マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
氏
は
ネ
ッ
ト
上
の
チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
に
、
覆
面
捜
査
中
の
連
邦
捜
査
官
と
の
チ
ャ
ッ
ト
の
間
に
児
童
ポ
ル

ノ
の
イ
メ
ー
ジ
を
七
つ
投
稿
し
た
。
問
題
と
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
氏
の
四
歳
に
な
る
娘
の
写
真
で
あ
る
。
チ
ャ
ッ
ト
中
に

彼
は
、
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク
を
相
手
に
与
え
、
リ
ン
ク
先
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
氏
の
自
宅
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ハ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
に
接
続
さ

れ
て
い
た
。
連
邦
捜
査
官
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
氏
の
家
宅
を
捜
索
し
、
二
つ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ハ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
と
二
十
二
の
イ
メ
ー
ジ

を
押
収
し
た
。
彼
は
二
〇
〇
三
年
保
護
法
に
従
い
、
児
童
ポ
ル
ノ
の
仲
介
行
為
で
訴
追
さ
れ
、
二
〇
〇
四
年
に
有
罪
判
決
を
下
さ
（
３４
）

れ
た
。

二
〇
〇
六
年
に
第
十
一
巡
回
裁
判
所
は
、
過
度
に
広
範
そ
し
て
漠
然
性
ゆ
え
に
無
効
で
あ
る
と
判
断
（
３５
）

し
た
。

ス
カ
リ
ア
執
筆
の
法
廷
意
見
に
、
ロ
バ
ー
ツ
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
、
ケ
ネ
デ
ィ
、
ト
ー
マ
ス
、
ブ
レ
イ
ヤ
ー
、
ア
リ
ト
ー
が
参
加
し

た
。
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
本
法
は
合
憲
で
（
３６
）

あ
る
。

2252A

（a

）（3

）（B

）（
受
領
者
に
信
じ
さ
せ
る
態
様
で
、
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
仲
介
す
る
行
為
）
は
過
度
に
広
範
ゆ
え
に
無
効
と
は

い
え
な
い
。
も
し
本
規
定
が
保
護
さ
れ
た
言
論
を
実
質
的
に
禁
止
し
て
い
る
場
合
、
文
面
無
効
で
あ
る
。2252A

（a

）（3

）（B

）は
児
童

ポ
ル
ノ
を
提
供
、
要
求
す
る
行
為
を
一
般
的
に
禁
止
し
て
い
る
。
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
本
規
定
は
、
幾
つ
か
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。

第
一
に
、
児
童
ポ
ル
ノ
を
他
者
と
交
換
す
る
こ
と
を
勧
め
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
伴
う
言
論
に
刑
事
制
裁
を
科
し
て
い
る
。

第
二
に
、「
意
図
を
実
行
す
る
方
法
（in

a
m
anner

that
reflects

the
belief

）」
規
定
は
、
行
為
者
は
現
実
に
当
該
素
材
が
問
題
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と
な
る
児
童
ポ
ル
ノ
で
あ
る
と
い
う
意
図
（belief

）
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
主
観
的
要
件
に
加
え
て
、
客
観
的
要

件
と
し
て
、
行
為
者
は
、
そ
の
意
図
を
実
現
す
る
言
明
や
行
為
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
（
３７
）

な
い
。

第
三
に
、「
児
童
ポ
ル
ノ
で
あ
る
と
他
者
に
信
じ
さ
せ
る
態
様
（in
a
m
anner...

that
is
intended

to
cause

another
to
be-

lieve

）」
の
文
言
は
、
主
観
的
要
件
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
。
問
題
と
な
る
素
材
を
受
け
取
っ
た
視
聴
者
が
そ
の
素
材
を
児
童
ポ
ル

ノ
で
あ
る
と
信
じ
る
だ
ろ
う
と
い
う
行
為
者
の
意
図
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
る
と
本
規
定
は
、
主
観
的
要
件
と
客
観

的
要
件
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
行
為
者
は
、
他
者
に
素
材
が
児
童
ポ
ル
ノ
で
あ
る
と
信
じ
さ
せ
る
意
図
を
有
し
な
け
れ
ば
処
罰
さ
れ
ず
、

ま
た
、
他
者
に
そ
の
信
念
を
生
む
よ
う
な
態
様
で
、
広
告
、
促
進
、
提
示
、
配
布
あ
る
い
は
勧
誘
を
行
わ
な
け
れ
ば
処
罰
さ
れ
な
い
。

主
観
的
要
件
を
用
意
し
て
い
る
目
的
犯
で
あ
る
。
ま
た
、
本
法
の
定
義
す
る
「
性
的
に
明
白
な
行
為
」
の
明
確
性
は
、
フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ー

判
決
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
本
法
は
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
言
論
行
為
を
実
質
的
に
侵
害
し
て
い
な
い
。
違
法
取
引
に
従
事
さ
せ
る
教

唆
行
為
は
第
一
修
正
の
保
護
の
範
疇
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
第
十
一
巡
回
裁
判
所
は
、
こ
の
違
法
行
為
を
商
業
取
引
に
限
定
し
て
い
る
点

で
判
断
を
誤
っ
て
い
る
。
受
領
及
び
提
供
は
、
問
題
と
な
る
素
材
が
社
会
的
価
値
を
欠
く
違
法
な
素
材
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
禁
止

し
て
も
憲
法
上
の
争
点
は
生
じ
な
い
。
一
九
九
六
年
法
は
、
禁
止
し
て
は
な
ら
な
い
素
材
の
所
有
も
禁
止
し
た
た
め
、
違
憲
判
断
を
受

け
た
。

2252A

（a

）（3

）（B

）は
、
次
の
理
由
か
ら
も
不
明
確
ゆ
え
に
無
効
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
法
の
文
言
が
不
明
確
で
あ
れ
ば
、
通
常

の
知
性
を
備
え
た
個
人
に
対
し
て
、
禁
止
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
公
正
な
通
知
を
欠
き
、
深
刻
で
差
別
的
な
法
執
行
を
ま
ね
く
。
し
か

し
、
本
法
は
不
明
確
で
は
な
く
、
単
な
る
事
実
判
断
を
求
め
て
い
る
。
本
法
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
陪
審
の
個
別
具

体
的
な
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
行
為
者
の
実
行
行
為
で
あ
る
言
明
と
意
図
と
い
う
要
件
が
法
文
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。
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本
法
の
禁
止
す
る
文
言
中
の
広
告
、
促
進
、
提
示
、
配
布
、
勧
誘
は
、
他
の
法
律
に
規
定
さ
れ
る
準
備
行
為
同
様
、
合
憲
的
に
解
釈
で

き
る
。
児
童
ポ
ル
ノ
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
で
作
成
さ
れ
て
い
て
も
児
童
ポ
ル
ノ
を
提
供
及
び
要
求
す
る
行
為
は
禁
止
さ
れ

る
。本

法
で
は
、
わ
い
せ
つ
あ
る
い
は
現
実
の
児
童
ポ
ル
ノ
の
仲
介
行
為
は
禁
止
さ
れ
る
が
、
わ
い
せ
つ
に
該
当
し
な
い
素
材
、
疑
似
児

童
ポ
ル
ノ
は
訴
追
さ
れ
な
い
。
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
両
者
の
区
別
は
不
明
瞭
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
ま
だ
区

別
可
能
で
あ
る
。

２.

二
〇
〇
二
年
判
決
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
判
決
の
整
合
性

二
〇
〇
八
年
判
決
を
ど
の
よ
う
に
二
〇
〇
二
年
判
決
と
結
び
つ
け
て
分
析
す
べ
き
だ
ろ
う
か
？
個
々
の
裁
判
官
の
意
見
を
参
考
と
し

て
検
討
す
る
。

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
同
意
意
見
に
ブ
レ
イ
ヤ
ー
が
同
調
し
て
（
３８
）

い
る
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
は
、
文
面
上
合
憲
で
あ
る
と
い
う
法
廷
意
見
の

結
論
に
同
意
す
る
が
、
そ
の
根
拠
を
支
持
し
な
い
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、
ど
の
よ
う
な
議
会
制
定
法
で
あ
っ
て
も

違
憲
性
の
疑
い
を
回
避
す
る
形
で
文
言
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
文
言
が
不
明
確
な
場
合
は
、
起
草
者
の
意
図
を
確

定
す
る
こ
と
で
不
明
確
性
を
補
完
で
き
る
。
本
法
は
、
合
理
的
な
判
断
能
力
を
有
す
る
個
人
に
よ
っ
て
判
断
し
た
り
、
起
草
者
の
意
図

を
探
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
と
ブ
レ
イ
ヤ
ー
は
、
憲
法
起
草
者
の
意
図
が
固
定
化
さ
れ
、
変
動
せ
ず
、
現
代
で
あ
っ
て
も
、
起
草
者
の
意
図
に
従

う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ス
カ
リ
ア
独
自
の
解
釈
に
異
議
を
表
明
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
反
対
意
見
を
構
成
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な

か
（
３９
）

っ
た
。
本
件
で
は
連
邦
議
会
が
二
〇
〇
二
年
判
決
の
後
に
、
新
た
な
文
言
を
用
意
し
た
と
い
う
背
景
が
存
在
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
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な
い
。

ス
ー
タ
ー
反
対
意
見
に
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
が
同
調
し
て
（
４０
）

い
る
。
ス
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
擬
似
の
児
童
ポ
ル
ノ
は
保
護
さ
れ
た
言
論
で
あ

り
、
本
法
が
イ
メ
ー
ジ
の
提
供
あ
る
い
は
勧
誘
を
行
う
者
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
条
件
で
刑
事
的
制
裁

を
科
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
。
受
領
者
が
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
抱
く
主
観
的
な
印
象
と
は
無
関
係
に
刑
事
制
裁
を
科
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
法
廷
意
見
は
フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ー
判
決
と
フ
リ
ー
ス
ピ
ー
チ
判
決
の
理
由
づ
け
を
誤
っ
て
理
解
し
て
い
る
と
（
４１
）

い
う
。

二
〇
〇
二
年
判
決
以
降
、
連
邦
最
高
裁
の
構
成
が
大
き
く
変
わ
っ
た
点
も
指
摘
で
き
る
。
レ
ー
ン
キ
ス
ト
が
亡
く
な
り
、
ロ
バ
ー
ト

が
引
き
継
ぎ
、
オ
コ
ナ
ー
か
ら
ア
リ
ト
ー
に
変
更
し
た
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
、
ブ
レ
イ
ヤ
ー
と
ケ
ネ
デ
ィ
が
二
〇
〇
二
年
判
決
か
ら
二

〇
〇
八
年
判
決
で
違
憲
か
ら
合
憲
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
。
ス
ー
タ
ー
と
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
は
、
二
〇
〇
二
年
判
決
か
ら
そ
の
態
度
は
変
化

し
て
い
な
い
。

二
〇
〇
二
年
判
決
の
ト
ー
マ
ス
、
オ
コ
ナ
ー
、
レ
ー
ン
キ
ス
ト
の
主
張
を
反
映
し
て
連
邦
議
会
は
本
法
を
修
正
し
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
二
〇
〇
二
年
判
決
で
、
彼
ら
は
、
連
邦
議
会
が
慎
重
に
要
件
を
設
定
す
れ
ば
、
合
憲
性
を
ク
リ
ア
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ

た
が
、
実
在
の
児
童
ポ
ル
ノ
と
疑
似
ポ
ル
ノ
の
区
別
が
不
可
能
に
な
る
時
期
が
い
つ
に
な
る
の
か
、
と
い
う
判
断
を
将
来
に
留
保
し
て

い
た
。
二
〇
〇
八
年
判
決
で
合
憲
判
断
が
下
さ
れ
た
の
は
、
ブ
レ
イ
ヤ
ー
と
ケ
ネ
デ
ィ
が
二
〇
〇
二
年
判
決
か
ら
合
憲
側
に
シ
フ
ト
し

た
こ
と
が
大
き
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
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四
章

二
〇
〇
〇
年
前
後
で
並
行
す
る
問
題

一
九
九
七
年
の
下
品
な
表
現
事
件

１.

一
九
九
七
年
判
決
に
対
す
る
連
邦
最
高
裁
の
姿
勢

二
〇
〇
二
年
判
決
と
二
〇
〇
八
年
判
決
は
、
文
面
無
効
の
判
断
を
受
け
た
後
の
連
邦
議
会
の
努
力
を
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
次
に
、
児
童
ポ
ル
ノ
と
同
時
に
並
行
し
て
連
邦
最
高
裁
が
直
面
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
「
下
品
な
」
表
現
を
禁
止

す
る
連
邦
法
に
関
す
る
判
決
を
検
討
す
る
。
こ
ち
ら
は
、
連
邦
議
会
の
努
力
を
連
邦
最
高
裁
が
認
め
な
か
っ
た
事
例
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
九
九
七
年
判
決
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
憲
法
上
、
ど
の
メ
デ
ィ
ア
に
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う
問
題
を
扱
（
４２
）

っ
た
。
一
九
九
七
年

判
決
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
「
相
互
に
接
続
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で
あ
り
、
新
聞
・
雑
誌
同
様
、

厳
格
審
査
が
適
用
さ
れ
る
と
判
断
し
た
。
連
邦
議
会
は
、
一
九
九
六
年
通
信
品
位
法
（T

he
C
om
m
unications

D
ecency

A
ct
of

1996;

通
称C

D
A

）
を
制
定
し
た
。
本
法
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
二
つ
の
規
定
で
あ
る
。223

（a

）（1

）（B

）（�

）と223

（d

）に
よ
れ
ば
、

下
品
・
過
度
に
攻
撃
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
受
信
者
が
一
八
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
伝
送
・
展
示
し
た
者
は
罰
せ
ら
（
４３
）

れ
る
。

本
違
反
に
対
す
る
抗
弁
は
、
未
成
年
者
が
禁
止
さ
れ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
ア
ク
セ
ス
を
認
証
シ
ス
テ
ム
を
利

用
し
て
誠
意
を
持
っ
て
（w
ith
good

faith

）
制
限
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
東
部
地
裁
は
、
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
認
め
、
連
邦
最
高
裁
も
支
持
し
た
。
東
部
地
裁
は
、223

（d

）で
示

さ
れ
た
「
文
脈
に
お
い
て
」「
過
度
に
攻
撃
的
な
」
規
定
に
よ
っ
て
刑
事
制
裁
を
課
し
て
は
、
保
護
さ
れ
る
言
論
の
話
者
を
萎
縮
さ
せ

る
と
（
４４
）

い
う
。

多
数
意
見
を
執
筆
し
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
は
、
一
九
九
六
年
通
信
品
位
法
が
内
容
規
制
で
あ
り
、
厳
格
審
査
を
適
用
す
る
が
、
政
府
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はL
R
A

の
立
証
で
失
敗
し
て
い
る
と
（
４５
）

い
う
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
は
議
会
の
提
出
し
た
証
拠
で
は
制
定
法
を
支
持
す
る
証
拠
が
足
り
ず
、

立
法
を
十
分
に
審
議
す
れ
ば
規
制
範
囲
を
狭
く
画
定
で
き
た
は
ず
と
判
断
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
芸
術
的
、
教
育
的
価
値
の
あ
る
コ
ン

テ
ン
ツ
と
い
う
例
外
を
設
け
る
、
両
親
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
子
ど
も
を
下
品
な
素
材
に
触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
、
商
業
的
サ
イ

ト
だ
け
を
刑
事
罰
の
対
象
に
す
る
と
い
っ
た
方
法
に
関
し
て
、
議
会
の
議
論
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。「（
以
上
の
よ
う
な
）
九
六
年
通
信

品
位
法
の
特
殊
な
問
題
を
扱
う
議
会
の
詳
細
な
事
実
認
定
や
公
聴
会
す
ら
欠
け
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
、
政
府
が
主
張
す
る
よ
う
に
本

法
が
狭
く
設
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
（
４６
）

な
い
。」

次
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
地
上
波
放
送
の
差
異
が
問
題
と
な
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
稀
少
性
は
存
在
し
な
い
の
で
、
レ
ッ
ド
ラ

イ
オ
ン
（
４７
）

判
決
は
適
用
さ
れ
な
い
。「
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
メ
デ
ィ
ア
は
特
有
の
問
題
を
提
示
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
我
々
は

確
認
し
て
き
た
。
ゆ
え
に
我
々
の
先
例
の
幾
つ
か
は
、
放
送
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
規
制
に
つ
い
て
他
の
話
者
に
適
用
さ
れ
な
い
よ
う
な

特
別
な
正
当
化
根
拠
を
認
め
て
き
た
。」
し
か
し
、
サ
イ
バ
ー
ペ
ー
ス
に
は
こ
う
い
っ
た
事
情
も
存
在
し
（
４８
）

な
い
。
ま
た
、
ケ
ー
ブ
ル
テ

レ
ビ
に
関
す
る
連
邦
法
を
扱
っ
た
デ
ン
バ
ー
（
４９
）

判
決
は
、
家
庭
へ
の
侵
入
性
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
本
判
決
で
は
、
侵
入
性
は
否
定
さ
（
５０
）

れ
た
。

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
同
様
の
侵
入
性
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
は
存
在
せ
ず
、
情
報
受
信
に
も
積
極
的
な
一
連
の
操
作
が
必
要
で
あ
る
以
上
、

下
品
な
コ
ン
テ
ン
ツ
に
出
会
う
可
能
性
が
低
い
と
判
断
し
た
。

２.
二
〇
〇
四
年
「
子
ど
も
を
オ
ン
ラ
イ
ン
か
ら
保
護
す
る
法
律
」
に
関
す
る
判
決
に
つ
い
て

一
九
九
七
年
の
通
信
品
位
法
違
憲
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
地
上
波
放
送
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
区
別
し
、
稀
少
性
の
問
題

と
侵
入
性
の
問
題
を
扱
っ
た
。
そ
し
て
、
連
邦
議
会
の
立
法
過
程
を
慎
重
に
考
察
し
た
。
こ
の
反
省
を
踏
ま
え
て
連
邦
議
会
は
、
ウ
ェ

ブ
上
の
下
品
な
コ
ン
テ
ン
ツ
に
子
ど
も
が
触
れ
る
こ
と
を
制
限
す
る
新
立
法
を
制
定
し
た
。
一
九
九
六
年
通
信
品
位
法
の
規
制
範
囲
を
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狭
く
設
定
し
よ
う
と
し
た
「
子
ど
も
を
オ
ン
ラ
イ
ン
か
ら
守
る
法
」（T

he
C
hild

O
nline

P
rotection

（
５１
）

A
ct;

通
称C

O
P
A

）
の
規
定

231

は
、
商
業
目
的
の
全
て
の
サ
イ
ト
に
お
い
て
未
成
年
者
に
有
害
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
受
信
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
送
信
し
た
者
を
罰
し
て
い
た
。
こ
の
有
害
な
コ
ン
テ
ン
ツ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
写
真
、
イ
メ
ー
ジ
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
イ
メ
ー

ジ
、
録
音
、
印
刷
物
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
。
有
害
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
平
均
的
な
成
人
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
準
に
従
っ
て
、
コ

ン
テ
ン
ツ
を
全
体
と
し
て
判
断
し
、
未
成
年
者
に
と
っ
て
性
的
興
味
を
刺
激
す
る
も
の
で
あ
り
、
未
成
年
者
に
と
っ
て
過
度
に
下
品
で

攻
撃
的
な
方
法
に
よ
っ
て
描
写
、
記
述
、
表
示
さ
れ
た
、
実
際
ま
た
は
擬
似
的
な
性
的
行
為
や
接
触
、
通
常
・
異
常
な
性
的
行
為
や
接

触
、
ま
た
は
生
殖
器
や
年
頃
の
女
性
の
胸
部
の
わ
い
せ
つ
な
展
示
を
い
う
。
こ
れ
ら
は
全
体
と
し
て
、
真
剣
な
文
学
的
、
政
治
的
、
あ

る
い
は
科
学
的
価
値
を
欠
く
か
ど
う
か
、
で
判
断
さ
れ
る
。

二
〇
〇
〇
年
、
第
三
巡
回
裁
判
所
は
、
本
法
に
対
す
る
暫
定
的
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
認
め
た
地
裁
の
判
断
を
支
持
し
た
。
巡
回

裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
未
成
年
者
に
と
っ
て
有
害
か
ど
う
か
を
ミ
ラ
ー
判
決
に
従
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
準
で
判
断
す
る
こ
と
は
も
っ

と
も
厳
格
な
地
域
で
の
基
準
を
満
た
す
必
要
が
あ
っ
て
認
め
ら
れ
（
５２
）

な
い
。
こ
の
判
断
に
つ
い
て
サ
ー
シ
オ
レ
ー
ラ
イ
が
与
え
ら
れ
た
。

二
〇
〇
二
年
、
連
邦
最
高
裁
は
第
三
巡
回
裁
判
所
の
判
断
を
破
棄
し
、「
子
ど
も
を
オ
ン
ラ
イ
ン
か
ら
守
る
法
」
の
規
定
の
う
ち
未

成
年
者
に
有
害
で
あ
る
か
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
判
断
す
る
べ
き
か
、
に
つ
い
て
の
判
断
を
差
戻
（
５３
）

し
た
。

判
決
を
執
筆
し
た
ト
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、「
子
ど
も
を
オ
ン
ラ
イ
ン
か
ら
守
る
法
」
は
一
九
九
六
年
通
信
品
位
法
の
処
罰
範
囲
を
限

定
す
る
た
め
に
連
邦
議
会
は
立
法
上
の
議
論
を
行
っ
た
。
未
成
年
者
へ
の
有
害
性
の
判
断
が
、
各
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
基
準
に
す

る
か
ら
と
い
っ
て
、「
子
ど
も
を
オ
ン
ラ
イ
ン
か
ら
守
る
法
」の
規
定
を
過
度
に
広
範
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。そ
の
他
の
争

点
に
つ
い
て
は
判
断
し
て
い
（
５４
）

な
い
。

こ
の
争
点
に
つ
い
て
二
〇
〇
三
年
、
差
戻
し
審
に
お
い
て
、
第
三
巡
回
裁
判
所
は
「
子
ど
も
を
オ
ン
ラ
イ
ン
か
ら
守
る
法
」
に
つ
い
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て
地
裁
が
暫
定
的
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
与
え
た
点
に
つ
い
て
、
本
法
の
本
案
審
理
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
厳
格
審
査
を
ク
リ
ア

で
き
な
い
以
上
、
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
与
え
た
地
裁
の
裁
量
権
に
問
題
は
無
い
と
判
断
（
５５
）

し
た
。
未
成
年
者
に
有
害
な
コ
ン
テ
ン
ツ

を
触
れ
さ
せ
な
い
と
い
う
立
法
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
、
商
業
サ
イ
ト
に
限
定
す
る
こ
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
準
に
よ
っ
て

有
害
性
を
判
断
す
る
手
段
は
合
憲
性
を
支
え
る
の
に
不
十
分
で
あ
る
。
本
法
の
対
象
と
な
る
者
は
、
訴
追
を
恐
れ
て
も
っ
と
も
厳
し
い

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
準
に
合
わ
せ
る
に
至
る
だ
（
５６
）

ろ
う
。

こ
の
争
点
に
つ
い
て
再
度
、
サ
ー
シ
オ
レ
ー
ラ
イ
が
与
え
ら
れ
た
。
二
〇
〇
四
年
判
決
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
５７
）

判
決
）
で
は
、
ケ
ネ
デ
ィ

が
法
廷
意
見
を
執
筆
し
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
支
持
し
た
巡
回
裁
判
所
の
判
断
を
受
け
入
れ
た
。
も
し
イ
ン

ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
破
棄
し
て
し
ま
え
ば
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
言
論
が
刑
事
訴
追
を
恐
れ
て
萎
縮
し
て
し
ま
う
。
法
廷
意
見
は
、
本
件

を
審
理
す
る
間
に
「
子
ど
も
を
オ
ン
ラ
イ
ン
か
ら
守
る
法
」
よ
り
も
制
限
的
で
な
い
方
法
が
二
つ
も
登
場
し
た
こ
と
を
連
邦
議
会
が
確

認
し
た
と
い
う
。
ひ
と
つ
は
、
紛
ら
わ
し
い
ド
メ
イ
ン
ネ
ー
ム
を
禁
止
す
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
子
ど
も
の
た
め
の
サ
イ
ト
を
設
定
す
る

と
い
う
方
法
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
が
「
子
ど
も
を
オ
ン
ラ
イ
ン
か
ら
守
る
法
」
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
連
邦
議

会
の
各
委
員
会
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
た
と
（
５８
）

い
う
。
法
廷
意
見
は
、「
子
ど
も
を
オ
ン
ラ
イ
ン
か
ら
守
る
法
」
が
九
六
年
通
信
品
位

法
を
反
省
し
て
考
案
さ
れ
た
法
律
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
が
、
連
邦
議
会
の
提
出
す
る
証
拠
は
現
在
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技
術
に
適

合
し
て
お
ら
ず
、
地
裁
の
認
め
た
判
断
の
方
が
望
ま
し
い
と
判
断
（
５９
）

し
た
。

こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
整
理
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
連
邦
最
高
裁
は
、
言
論
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
形
で
の
、
未
成
年
者
を
保
護
す
る

た
め
の
技
術
の
利
用
可
能
性
を
連
邦
議
会
と
は
別
個
に
検
討
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
議
会
制
定
法
よ
り
も
保
護
者
の
用
い
る

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
や
、
子
ど
も
の
た
め
の
サ
イ
ト
を
作
る
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
未
成
年
者
を
保
護
す
る
と
い
う
立
法
目
的
が
達
成
で

き
る
と
判
断
し
て
（
６０
）

い
る
。
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３.

二
〇
〇
八
年
ウ
ィ
リ
ア
ム
判
決
以
降
の
下
級
裁
判
決
の
動
向

二
〇
〇
八
年
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
判
決
後
も
児
童
ポ
ル
ノ
に
関
す
る
訴
訟
が
巡
回
裁
判
所
レ
ベ
ル
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム

判
決
は
、
チ
ャ
ッ
ト
上
の
行
為
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
、
例
え
ば
、
Ｅ
メ
ー
ル
を
通
じ
た
送
信
行
為
が
争
点
と
な
っ
て
（
６１
）

い
る
。

本
件
で
は
、
ホ
ー
レ
イ
氏
（D

w
ight

W
horley

）
が
、
受
信
に
同
意
し
た
成
年
に
対
し
て
個
人
的
な
幻
想
物
語
を
Ｅ
メ
ー
ル
で
送
信

し
た
。
本
行
為
の
う
ち
、
問
題
と
な
っ
た
Ｅ
メ
ー
ル
に
は
、
文
章
だ
け
で
、
イ
メ
ー
ジ
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
児
童
相
互
の
性
的
行
為

を
読
者
が
想
像
で
き
る
よ
う
な
文
章
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
文
章
そ
れ
自
体
と
児
童
の
搾
取
と
は
直
接
的
な
関
連
性
は
な
い
。
第
四
巡

回
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
ミ
ラ
ー
判
決
に
従
い
、
文
章
そ
れ
自
体
も
本
法
に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
四
巡
回
裁
判
所
は
、
二
〇
〇

九
年
六
月
に
、
エ
ン
バ
ン
ク
の
申
立
て
を
却
下
し
て
い
る
。

ま
た
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
で
は
、
未
成
年
者
が
性
的
行
為
に
従
事
し
て
い
る
二
十
の
わ
い
せ
つ
な
日
本
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
送
受
信

し
て
い
る
行
為
が
、
連
邦
法
の1462A
（a
）（1

）及
び2252

（a

）（2

）（
所
持
、
仲
介
、
目
的
犯
規
定
）
に
抵
触
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に

同
じ
く
ホ
ー
レ
イ
氏
が
有
罪
判
決
を
受
（
６２
）

け
た
。
第
四
巡
回
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、1462A

（a

）（1

）の
規
定
は
、
単
な
る
所
持
で
は
な
く
仲

介
行
為
を
禁
止
し
て
い
る
。
巡
回
裁
判
所
に
よ
れ
ば
「
受
信
」
自
体
は
、
わ
い
せ
つ
と
異
な
り
統
一
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
文
面
無
効
の
申
立
て
は
却
下
さ
れ
た
。
今
後
の
行
方
を
見
守
る
必
要
が
あ
る
。

五
章

ア
メ
リ
カ
の
わ
い
せ
つ
概
念

１.
イ
ギ
リ
ス
法
の
継
受
に
対
す
る
批
判
的
考
察

一
九
九
七
年
通
信
品
位
法
に
関
す
る
諸
判
決
や
二
〇
〇
八
年
ウ
ィ
リ
ア
ム
判
決
を
見
れ
ば
、
連
邦
最
高
裁
は
、
最
初
に
法
律
の
文
言
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に
着
目
し
て
文
面
審
査
す
る
。
次
に
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
を
も
と
に
、
連
邦
議
会
の
立
法
努
力
を
別
個
に
検
討
す
る
場
合
が
あ
る
。
場

合
に
よ
っ
て
は
議
会
の
提
出
す
る
証
拠
を
も
と
に
好
意
的
に
判
断
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
連
邦
議
会
の
判
断
に
合
憲
性
を
盲
目
的
に
推

定
せ
ず
に
、
委
員
会
で
の
議
論
を
参
考
に
し
て
、
独
立
し
て
判
断
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

建
国
期
の
当
初
、
立
法
者
た
ち
は
、
わ
い
せ
つ
規
制
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
ど
の
よ
う
な
規
制
を
用
意
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
？

本
章
で
は
、
一
九
九
七
年
通
信
品
位
法
違
憲
判
決
以
前
の
わ
い
せ
つ
規
制
を
め
ぐ
る
主
要
な
連
邦
最
高
裁
判
決
を
検
討
す
る
こ
と
で
、

時
間
を
経
る
に
つ
れ
て
わ
い
せ
つ
を
め
ぐ
る
議
論
が
憲
法
起
草
者
の
予
想
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
点
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
と
バ
ー
ガ
ー

コ
ー
ト
の
裁
判
官
の
個
別
意
見
が
形
を
変
え
て
、
一
九
九
七
年
通
信
品
位
法
判
決
前
後
の
連
邦
最
高
裁
の
判
決
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と

も
示
し
て
い
く
。

ア
メ
リ
カ
の
わ
い
せ
つ
規
制
は
イ
ギ
リ
ス
法
を
起
源
と
し
て
い
る
。
当
初
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
は
イ
ギ
リ
ス
コ
モ
ン
ロ
ー
で
形
成

さ
れ
た
基
準
を
採
用
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
八
五
七
（
６３
）

年
法
に
よ
っ
て
わ
い
せ
つ
物
が
規
制
さ
れ
て
い
た
。
一
八
六
八
年
に
イ
ギ
リ

ス
の
裁
判
所
で
は
、
わ
い
せ
つ
素
材
を
ど
の
よ
う
に
統
制
す
る
か
、
と
い
う
問
題
を
扱
（
６４
）

っ
た
。
本
件
で
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
の

執
筆
し
た
「T

he
C
onfessional

U
nm
asked

」
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
問
題
と
な
っ
た
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
は
、
工
業
関
係

の
商
人
で
あ
っ
て
、
商
売
を
職
業
と
す
る
業
界
に
親
和
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
彼
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
が
堕
落
し
た
こ
と
を
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
中
で
批
判
し
て
い
た
。
彼
の
作
品
二
五
二
部
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
差
し
押
さ
え

ら
れ
、
破
棄
命
令
を
受
け
た
。
ス
コ
ッ
ト
氏
は
、
わ
い
せ
つ
物
の
所
持
及
び
配
布
に
つ
い
て
争
わ
ず
、
争
点
は
、
行
為
者
ス
コ
ッ
ト
に

公
衆
の
道
徳
を
堕
落
さ
せ
る
意
図
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
、
が
問
題
と
な
っ
た
。

こ
の
ヒ
ッ
ク
リ
ン
判
決
に
お
い
て
法
廷
意
見
は
、
精
神
を
堕
落
、
腐
敗
さ
せ
、
不
道
徳
な
影
響
を
与
え
る
素
材
を
行
為
者
は
流
通
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
に
よ
っ
て
処
罰
で
き
る
と
い
う
テ
ス
ト
を
示
し
た
。
そ
の
判
断
に
際
し
て
、
読
者
個
人
は
影
響
を
受
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け
や
す
く
、
作
品
を
全
体
と
し
て
判
断
す
る
必
要
は
な
く
、
作
品
中
の
文
章
の
一
節
に
つ
い
て
の
判
断
で
足
り
る
と
述
（
６５
）

べ
た
。

本
判
決
は
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
か
。
ま
ず
、
当
時
の
出
版
流
通
事
情
が
現
在
と
異
な
る
点
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
へ

の
批
判
が
問
題
視
さ
れ
た
こ
と
を
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
時
の
社
会
的
背
景
と
し
て
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
を
否
定
す
る

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
わ
い
せ
つ
物
に
該
当
す
る
と
い
う
他
宗
派
に
対
す
る
敵
対
的
姿
勢
が
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
わ

い
せ
つ
物
規
制
は
コ
モ
ン
ロ
ー
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
、
公
衆
の
道
徳
を
保
護
す
る
犯
罪
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。

イ
ギ
リ
ス
も
ア
メ
リ
カ
で
も
、
不
作
為
に
選
出
さ
れ
た
陪
審
員
が
わ
い
せ
つ
物
該
当
性
を
判
断
す
る
。
ヒ
ッ
ク
リ
ン
判
決
の
基
準
は
、

わ
い
せ
つ
物
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
陪
審
員
の
事
実
判
断
を
補
助
す
る
役
割
を
提
供
し
た
点
で
評
価
で
（
６６
）

き
る
。
本
判
決
は
、

植
民
地
時
代
か
ら
建
国
期
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
の
州
裁
判
所
で
も
わ
い
せ
つ
物
を
規
制
す
る
根
拠
と
な
（
６７
）

っ
た
。

次
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま
れ
た
ヒ
ッ
ク
リ
ン
判
決
は
、
ア
メ
リ
カ
で
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
、
を
検
討
す
る
。
例
え
ば
、
ウ
ィ

ン
タ
ー
ズ
（
６８
）

判
決
に
判
断
が
下
さ
れ
た
一
九
四
〇
年
代
末
期
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
各
州
は
、
ラ
イ
ベ
ル
以
外
に
神
に
対
す
る
不
敬
罪

（blasphem
y

）
や
わ
い
せ
つ
物
に
つ
い
て
独
自
の
規
制
を
実
施
し
て
い
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
（
６９
）

州
法
は
、
残
虐
な
犯
罪
行
為
に
関
す
る

話
題
を
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
配
信
す
る
行
為
を
処
罰
し
て
い
た
。
本
法
の
目
的
は
、
残
虐
な
事
実
が
人
々
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

さ
ら
な
る
暴
力
が
生
み
だ
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
ニ
ュ
ー
ス
の
配
信
者
に
対
す
る
有
罪
判
決
を
破

棄
し
た
。
州
法
は
文
面
無
効
で
あ
る
。
行
為
者
に
ど
の
よ
う
な
行
為
が
制
裁
を
受
け
る
の
か
と
い
う
点
で
、
本
法
は
予
測
可
能
性
を
欠

き
、
不
明
確
か
つ
漠
然
ゆ
え
に
無
効
で
あ
る
と
い
う
。

２.
ロ
ス
判
決
に
対
す
る
考
察

一
九
五
〇
年
以
降
ど
の
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
は
わ
い
せ
つ
に
関
す
る
法
理
を
形
成
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
？
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一
九
五
七
年
ロ
ス
（
７０
）

判
決
で
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見
は
ヒ
ッ
ク
リ
ン
判
決
の
示
し
た
基
準
を
放
棄
（
７１
）

し
た
。
本
件
で
問
題
と

な
っ
た
連
邦
法
は
、
わ
い
せ
つ
、
好
色
、
み
だ
ら
な
、
不
浄
な
素
材
の
掲
載
さ
れ
た
印
刷
物
を
郵
送
し
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
（
７２
）

す
る
。

本
行
為
を
知
っ
て
実
行
あ
る
い
は
幇
助
し
た
者
は
罰
金
あ
る
い
は
五
年
か
ら
一
〇
年
以
下
（
実
行
及
び
幇
助
双
方
の
場
合
）
の
刑
事
制

裁
を
科
せ
ら
れ
る
。
本
件
で
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
ロ
ス
氏
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
ア
ル
バ
ー
ト
氏
に
つ
い
て
の
二
つ
の
事
件
が
同

時
に
連
邦
最
高
裁
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
本
、
写
真
、
雑
誌
の
出
版
業
を
営
む
ロ
ス
氏
は
連
邦
法
に
従
い
、
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
ア
ル
バ
ー
ト
氏
は
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
て
通
信
販
売
の
業
を
営
ん
で
い
た
が
、
わ
い
せ
つ
物
の
販
売
目
的
の
所
持
を
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
刑
法
に
従
い
、

起
訴
さ
れ
、
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
で
は
、
わ
い
せ
つ
、
下
品
な
素
材
を
執
筆
、
生
産
に
係
る
あ
ら
ゆ
る
行
為

を
禁
止
し
て
（
７３
）

い
た
。
ア
ル
バ
ー
ト
氏
と
ロ
ス
氏
の
両
事
件
は
、
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
同
時
に
審
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ロ
ス
氏

側
は
、
連
邦
憲
法
第
一
修
正
と
第
十
四
修
正
第
五
項
に
従
い
、
違
憲
無
効
を
主
張
し
た
。

ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
執
筆
の
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
言
辞
が
憲
法
上
保
護
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
わ
い
せ
つ
に
関
す
る
法
理

は
、
ラ
イ
ベ
ル
を
ひ
と
つ
の
起
源
と
し
て
（
７４
）

い
る
。
社
会
的
に
重
要
な
思
想
は
保
護
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
規
制
す
る
重
要
な
利
益
が
あ
れ

ば
、
問
題
と
な
る
言
辞
は
保
護
の
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
わ
い
せ
つ
は
社
会
的
重
要
性
を
欠
く
の
で
、
憲
法
上
、
保
護

さ
れ
（
７５
）

な
い
。

ロ
ス
判
決
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
か
？
第
一
に
、
ヒ
ッ
ク
リ
ン
判
決
で
は
、
文
章
の
一
節
を
抜
き
出
し
て
わ
い
せ
つ
性

を
判
断
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
下
級
裁
判
所
で
は
、
こ
の
基
準
を
採
用
し
な
い
州
も
存
在
し
て
い
た
。
ロ
ス
判
決
は
、
ヒ
ッ
ク
リ
ン
判

決
の
文
章
の
一
節
の
み
を
判
断
す
る
手
法
を
破
棄
し
て
、
作
品
を
全
体
と
し
て
評
価
す
る
基
準
を
採
用
（
７６
）

し
た
。

第
二
に
、
州
の
権
利
侵
害
に
つ
い
て
第
十
四
修
正
五
項
を
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
、
に
つ
い
て
問
題
に
な
っ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
を
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留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
起
草
期
に
は
、
連
邦
憲
法
は
連
邦
政
府
を
名
宛
人
と
し
て
い
た
が
、
州
政
府
の
権
利
侵
害
に
つ
い
て
連

邦
憲
法
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
に
つ
い
て
争
い
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ロ
ス
判
決
に
お
い
て
ハ
ー
ラ
ン
意
見
は
、
わ
い
せ
つ
規
制

は
、
連
邦
政
府
の
仕
事
で
は
な
く
、
州
政
府
の
仕
事
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。

第
三
に
、
判
決
文
の
脚
注
の
中
で
、
法
廷
意
見
は
「
好
色
的
（lustful

）
思
考
を
刺
激
す
る
傾
向
を
有
す
る
も
の
」
と
示
し
て
（
７７
）

い
る
。

性
行
為
（
セ
ッ
ク
ス
）
と
わ
い
せ
つ
は
同
意
類
義
語
で
は
な
く
、
わ
い
せ
つ
物
は
性
的
関
心
に
訴
え
る
手
段
で
性
を
描
写
す
る
素
材
を

い
う
。

第
四
に
、
ロ
ス
判
決
以
降
、
二
十
数
年
間
、
連
邦
最
高
裁
は
紆
余
曲
折
す
る
。
ロ
ス
判
決
は
、
わ
い
せ
つ
物
一
般
が
憲
法
上
保
護
さ

れ
る
か
ど
う
か
、
を
判
断
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
特
定
の
素
材
が
わ
い
せ
つ
物
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
、
は
ロ
ス
判
決
の
射
程
を
越
え
る
。

例
え
ば
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
法
廷
意
見
の
結
論
に
同
意
し
な
が
ら
も
、
基
準
を
客
観
化
す
る
た
め
に
、
有
罪
判
決
を
受
け
る
可
能
性
の
あ

る
行
為
者
の
行
為
態
様
よ
り
も
作
品
自
体
に
即
し
て
判
断
す
べ
き
だ
、
と
述
べ
て
（
７８
）

い
た
。
ロ
ス
判
決
以
降
、
わ
い
せ
つ
判
断
は
、
連
邦

最
高
裁
の
個
別
判
断
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
問
題
と
な
る
素
材
を
視
聴
し
て
判
断
す
る
と
い
う
義
務
を
負

う
こ
と
に
な
っ
た
。

例
え
ば
、
ジ
ョ
ン
・
ク
レ
ラ
ン
ド
判
決
（
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
（
７９
）

判
決
）
で
は
、
ロ
ス
判
決
の
基
準
を
さ
ら
に
客
観
化
し
よ
う
と
し
た

努
力
が
見
て
取
れ
る
。「John

C
leland’s

M
em
oirs

of
a
W
om
an
of
P
leasure

」
と
い
う
ジ
ョ
ン
・
ク
レ
ラ
ン
ド
の
作
品
が
問
題

と
な
っ
た
。
通
称
「
フ
ァ
ニ
ー
ヒ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
（
８０
）

州
法
に
基
づ
き
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
司
法
省
に

よ
っ
て
作
品
自
体
が
エ
ク
ィ
テ
ィ
上
の
訴
訟
と
し
て
持
ち
込
ま
れ
た
。
出
版
社
は
途
中
か
ら
訴
訟
参
加
し
た
。

こ
の
作
品
は
、
一
七
四
九
年
に
初
版
が
出
版
さ
れ
、
ロ
ン
ド
ン
で
売
春
婦
を
す
る
若
い
女
性
の
冒
険
を
描
写
し
て
い
る
。
最
終
的
に

は
、
彼
女
は
売
春
婦
を
辞
め
て
、
恋
人
と
結
婚
す
る
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
は
好
色
的
関
心
よ
り
も
文
学
的
価
値
が
上
回
る

１１２児童ポルノとわいせつ規制に関する若干の憲法学的考察



と
判
断
し
た
。
連
邦
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、「
平
均
的
な
人
か
ら
見
て
、
作
品
の
主
題
が
全
体
と
し
て
見
て
、
当
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

基
準
に
照
ら
し
て
、
卑
猥
な
性
的
関
心
に
訴
え
る
か
ど
う
か
、
社
会
的
価
値
を
欠
く
か
ど
う
か
」
で
判
断
す
る
。

こ
の
ジ
ョ
ン
・
ク
レ
ラ
ン
ド
判
決
を
ど
の
よ
う
に
ロ
ス
判
決
と
結
び
つ
け
て
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
か
？

ロ
ス
判
決
は
五
対
四
の
判
決
で
あ
り
、
こ
の
ジ
ョ
ン
・
ク
レ
ラ
ン
ド
判
決
で
は
六
対
三
で
判
断
さ
れ
て
い
る
が
、
個
々
の
裁
判
官
の

判
断
は
独
自
の
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
や
ブ
ラ
ッ
ク
裁
判
官
は
、
わ
い
せ
つ
規
制
そ
の
も
の
を
違
憲
無

効
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
判
決
以
降
、
作
品
ご
と
の
各
裁
判
官
の
判
断
に
首
尾
一
貫
性
が
欠
け
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、

し
ば
ら
く
の
間
パ
ー
キ
ュ
リ
ア
ム
で
判
断
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。

例
え
ば
、
レ
ッ
ド
ラ
ッ
プ
判
決
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
と
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
法
に
基
づ
い
て
ニ
ュ
ー
ス
ス
タ
ン
ド
の
店
員
と
本
屋

営
業
者
が
わ
い
せ
つ
物
販
売
を
理
由
に
民
事
及
び
刑
事
上
、
訴
え
ら
れ
た
事
例
で
（
８１
）

あ
る
。
レ
ッ
ド
ラ
ッ
プ
判
決
は
、
パ
ー
キ
ュ
リ
ア
ム

で
、
下
級
裁
判
所
の
判
断
を
破
棄
す
る
。
ミ
ッ
シ
ュ
キ
ン
（
８２
）

判
決
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
に
基
づ
き
、
刑
事
訴
追
さ
れ
有
罪
判
決
を

受
け
た
事
例
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、
州
法
の
定
義
は
漠
然
性
ゆ
え
に
無
効
で
は
な
い
。
ミ
ラ
ー
判
決
で
示
さ
れ
た
定
義
を

州
法
の
文
言
は
一
層
狭
く
設
定
し
て
お
り
、
文
面
及
び
適
用
上
に
違
憲
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。

わ
い
せ
つ
物
該
当
性
を
行
為
者
の
行
為
態
様
で
判
断
し
て
し
ま
う
点
に
ウ
ォ
ー
レ
ン
裁
判
官
は
疑
義
を
唱
え
た
が
、
こ
の
点
に
つ
き
、

ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
判
決
が
参
考
と
な
る
。
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
（
８３
）

判
決
で
は
、
連
邦
法
に
基
づ
き
二
八
の
容
疑
に
つ
い
て
訴
追
さ
れ
た
事
例
に
つ

い
て
、
下
級
裁
判
所
の
適
用
違
憲
が
争
点
と
な
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、
わ
い
せ
つ
物
を
医
療
関
係
者
に
の
み
販
売
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
い
せ
つ
物
に
は
該
当
し
な
い
。
他
方
、
わ
い
せ
つ
物
の
卑
猥
性
を
強
調
し
て
販
売
し
た
行
為
を
有
罪
と
し
て
も
問

題
は
な
い
。
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３.

ミ
ラ
ー
判
決
の
わ
い
せ
つ
要
件
に
対
す
る
批
判
的
考
察

連
邦
最
高
裁
は
、
ロ
ス
判
決
以
降
、
バ
ー
ガ
ー
コ
ー
ト
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
わ
い
せ
つ
概
念
の
精
密
化
を
行
う
。
一
九
七
三
年
の

ミ
ラ
ー
判
決
を
め
ぐ
る
裁
判
官
の
衝
突
が
、
二
〇
〇
〇
年
前
後
の
連
邦
最
高
裁
の
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
官
の
議
論
に
接
近
す
る
。
ミ
ラ
ー

（
８４
）

判
決
で
は
、「
成
人
向
け
」
雑
誌
の
購
買
を
案
内
す
る
郵
送
物
の
大
量
発
送
が
問
題
と
な
っ
た
。
郵
送
物
に
は
、
性
的
活
動
を
撮
影
し

た
写
真
が
同
封
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
人
が
告
発
し
た
事
例
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
氏
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
（
８５
）

州
法
に
従
い
、
有

罪
判
決
を
受
け
た
。

バ
ー
ガ
ー
執
筆
の
法
廷
意
見
は
、
州
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
差
し
戻
し
て
、
次
の
要
件
を
示
し
た
。
平
均
的
な
人
が
、
現
代
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
準
に
照
ら
し
て
、
作
品
を
全
体
と
し
て
見
て
、
性
的
関
心
に
訴
え
る
か
ど
う
か
。
過
度
に
下
品
な
方
法
で
、
州
法
で

明
確
に
定
義
さ
れ
る
性
的
行
為
を
き
わ
め
て
卑
猥
に
描
写
、
記
述
し
、
真
剣
な
文
学
的
、
芸
術
的
、
政
治
的
あ
る
い
は
科
学
的
価
値
を

欠
く
か
ど
う
か
。
さ
ら
に
「
過
度
に
下
品
な
」
と
は
、「
通
常
あ
る
い
は
異
常
な
、
実
際
の
あ
る
い
は
擬
似
的
な
、
究
極
的
に
は
性
的

行
為
」
で
あ
り
、「
自
慰
行
為
、
排
出
器
官
、
生
殖
器
官
の
み
だ
ら
な
描
写
」
を
（
８６
）

い
う
。

ミ
ラ
ー
判
決
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
べ
き
か
？

第
一
に
、
連
邦
最
高
裁
は
、
法
の
文
言
の
解
釈
上
ハ
ー
ド
コ
ア
・
ポ
ル
ノ
を
確
定
で
き
る
と
示
し
て
い
る
。

第
二
に
、
事
実
判
断
と
し
て
は
郵
送
物
配
布
が
問
題
と
な
っ
た
。
ヒ
ッ
ク
リ
ン
判
決
は
も
ち
ろ
ん
ロ
ス
判
決
と
比
べ
て
ミ
ラ
ー
判
決

で
は
郵
便
業
務
が
発
達
し
、
大
量
の
郵
便
物
を
発
送
で
き
る
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

第
三
に
、
ミ
ラ
ー
判
決
は
、
ロ
ス
判
決
よ
り
も
政
府
の
規
制
権
限
の
拡
大
化
を
認
め
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ロ
ス
判
決

で
は
合
憲
判
断
を
下
し
た
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
は
、
ミ
ラ
ー
判
決
で
は
反
対
意
見
に
加
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
ブ
レ
ナ
ン
の

た
だ
の
変
節
と
も
評
価
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ミ
ラ
ー
判
決
で
ブ
レ
ナ
ン
は
、
法
廷
意
見
の
示
す
わ
い
せ
つ
の
定
義
は
漠
然
ゆ
え
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に
無
効
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
州
の
規
制
利
益
は
、
子
ど
も
の
ア
ク
セ
ス
を
制
限
し
、
購
読
を
望
ま
な
い
成
人
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ

る
。
本
件
で
問
題
と
な
る
州
法
は
、
読
み
た
い
と
望
む
成
人
の
購
読
も
制
約
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

第
四
に
、
ミ
ラ
ー
判
決
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
要
素
を
示
し
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
準
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
官
が

逐
一
判
断
し
て
き
た
争
点
を
再
び
各
州
の
陪
審
員
に
判
断
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、「
問
題
と
な
る
作
品
が
文
学
的
価
値
を

欠
く
か
ど
う
か
」、
の
判
断
に
つ
い
て
は
陪
審
に
対
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
準
が
用
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
に
対
す
る
積
極
的

な
理
由
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
混
乱
し
て
い
る
。

こ
の
点
を
ジ
ェ
ン
キ
ン
ス
判
決
が
示
し
て
い
る
。
一
九
七
三
年
の
ミ
ラ
ー
判
決
以
降
、
わ
い
せ
つ
性
の
該
当
性
判
断
は
、
連
邦
最
高

裁
か
ら
各
州
の
陪
審
員
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
が
、
一
九
七
四
年
、
連
邦
最
高
裁
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
陪
審
に
よ
る
わ
い
せ
つ
判
断
を
破

棄
（
８７
）

す
る
。
本
件
で
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
、
ア
ン
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
と
キ
ャ
ン
デ
ィ
ス
・
バ
ー
ゲ
ン
出
演
の
映
画
「C

arnal

K
now
ledge

」
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
（
８８
）

判
決
で
は
、
映
画
を
上
映
し
た
行
為
が
わ
い
せ
つ
物
頒
布
に
該
当
す
る
と
し
て
、
ジ
ョ
ー

ジ
ア
州
法
に
従
い
、
劇
場
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
起
訴
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
陪
審
の
評
決
し
た
有
罪
判
決
を
破
棄
し

た
。
映
画
に
は
、
俳
優
の
肉
体
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
お
ら
ず
、
わ
い
せ
つ
に
該
当
し
な
い
と
い
う
。

本
件
事
実
に
対
す
る
有
罪
判
決
は
ミ
ラ
ー
判
決
以
前
に
判
断
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
れ
ば
ミ
ラ
ー
判
決
の
基
準
が
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
有
利
に
働
く
限
り
適
用
さ
れ
る
と
（
８９
）

い
う
。
連
邦
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
争
点
が
性
的
関
心
に
訴
え
る
か
ど
う
か
、

と
い
う
事
実
判
断
で
あ
っ
て
も
、
下
級
裁
の
判
断
を
連
邦
最
高
裁
が
再
審
理
す
る
場
合
が
あ
る
。
最
高
裁
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
州
裁
判

所
に
お
け
る
陪
審
の
判
断
裁
量
に
は
一
定
の
限
界
が
存
在
す
る
た
め
だ
と
い
う
。
陪
審
に
対
し
て
当
該
地
域
で
は
な
く
全
国
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
準
が
説
示
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。

ミ
ラ
ー
判
決
の
わ
い
せ
つ
概
念
の
該
当
性
を
だ
れ
が
判
断
す
る
の
か
、
と
い
う
点
で
連
邦
最
高
裁
の
混
乱
を
さ
ら
に
示
し
て
い
る
の
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が
ワ
ー
ド
（
９０
）

判
決
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
イ
リ
ノ
イ
（
９１
）

州
法
に
従
い
、
わ
い
せ
つ
物
の
販
売
行
為
で
起
訴
さ
れ
、
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
本

法
は
、
社
会
的
価
値
を
欠
く
発
言
を
禁
止
し
て
い
る
。
有
罪
判
決
を
受
け
た
被
告
は
、
本
法
は
不
明
確
あ
る
い
は
過
度
に
広
範
で
あ
る

こ
と
を
理
由
に
文
面
無
効
を
主
張
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
有
罪
判
決
を
支
持
し
た
。
本
判
決
で
は
、
わ
い
せ
つ
規
制
の
規
制
対
象
は
例

示
列
挙
で
足
り
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
連
邦
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、
ミ
ラ
ー
判
決
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
働
き
、
各
州
は
独
自
の
基
準

を
設
定
で
き
る
と
い
う
。
ま
た
、
刑
事
制
裁
に
該
当
す
る
行
為
は
例
示
列
挙
で
足
り
、
す
べ
て
の
対
象
を
個
別
列
挙
す
る
必
要
は
な
い
。

州
法
は
ミ
ラ
ー
判
決
よ
り
厳
格
な
基
準
を
示
し
て
い
る
と
い
う
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
バ
ー
ガ
ー
コ
ー
ト
時
代
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
要
件
を
通
じ
て
、
そ
の
地
域
の
住
民
た
ち
が
判
断
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
基
準
が
示
さ
れ
、
実
質
上
、
連
邦
最
高
裁
か
ら
州
に
判
断
が
移
る
こ
と
に
な
る
。
州
の
事
実
審
で
の
陪
審
の
判
断
と
連
邦

最
高
裁
の
裁
判
官
の
ど
ち
ら
が
、
わ
い
せ
つ
性
判
断
で
優
れ
て
い
る
か
、
も
争
点
と
し
て
浮
上
し
た
。
ヤ
コ
ベ
ル
（
９２
）

判
決
で
は
、
こ
の
点

を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
裁
判
官
は
、「
見
れ
ば
判
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

４.

ミ
ラ
ー
判
決
に
「
例
外
」
を
付
け
加
え
た
パ
リ
ア
ダ
ル
ト
シ
ア
タ
ー
判
決
の
評
価

ミ
ラ
ー
判
決
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
準
を
わ
い
せ
つ
性
判
断
に
入
れ
て
、
当
該
地
域
か
ら
選
定
さ
れ
る
陪
審
の
判
断
の
正
統
性
を

支
持
す
る
点
を
評
価
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
法
で
問
題
と
な
っ
た
公
衆
の
道
徳
の
保
持
と
い
う
争
点
を
ま
だ
解
決
し
て

い
な
か
っ
た
。
公
衆
の
道
徳
と
は
別
個
に
存
在
す
る
、
素
材
を
す
す
ん
で
観
賞
を
楽
し
み
た
い
と
願
う
成
年
者
の
第
一
修
正
の
権
利
が

パ
リ
ア
ダ
ル
ト
シ
ア
タ
ー
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
。

公
衆
の
道
徳
の
保
持
と
同
時
に
、
成
年
者
の
映
画
観
賞
を
無
制
約
に
認
め
て
し
ま
っ
て
い
い
の
か
、
と
い
う
争
点
を
連
邦
最
高
裁
は

ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
。
も
し
成
年
者
に
成
年
者
向
け
映
画
を
観
賞
す
る
自
由
が
無
条
件
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
利
益
と
は
無
関
係
に
保
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障
さ
れ
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
い
せ
つ
の
要
件
の
中
に
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
要
件
を
加
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
公
衆
の
道

徳
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
支
え
る
利
益
と
は
何
か
、
が
問
題
と
な
っ
た
。

パ
リ
ア
ダ
ル
ト
シ
ア
タ
ー
（
９３
）

判
決
は
、
パ
リ
ア
ダ
ル
ト
シ
ア
タ
ー
の
映
画
上
映
の
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
政
府
が
求

め
た
事
例
で
（
９４
）

あ
る
。
パ
リ
ア
ダ
ル
ト
シ
ア
タ
ー
側
は
、
上
映
前
に
観
客
に
警
告
を
示
し
、
二
十
一
歳
以
上
の
者
し
か
視
聴
で
き
な
い
旨

を
掲
示
し
て
い
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
五
対
四
で
、
成
年
で
あ
る
観
客
が
同
意
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
わ
い
せ
つ
な
「
映
画
」
の

上
映
を
無
条
件
で
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
示
し
た
。
未
成
年
者
や
通
行
人
を
保
護
す
る
た
め
に
実
効
的
な
防
御
策
を
実
施
し
た
と

し
て
も
、
商
業
化
さ
れ
た
わ
い
せ
つ
物
の
流
布
を
規
制
す
る
州
の
正
当
な
利
益
が
認
め
ら
れ
る
。
生
活
の
質
に
つ
い
て
の
公
衆
の
利
害

や
関
心
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
全
体
環
境
、
大
き
な
都
市
の
中
心
街
の
人
々
の
交
流
な
ど
を
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
を
支
持
す
る
根
拠
と
し
て

示
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
わ
い
せ
つ
物
と
、
そ
れ
の
引
き
起
こ
す
反
社
会
的
行
動
と
の
間
の
因
果
関
係
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法

を
支
持
す
る
根
拠
と
し
て
十
分
と
は
い
え
な
い
。

法
廷
意
見
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
現
在
及
び
将
来
の
生
活
様
式
、
質
を
保
つ
と
い
う
社
会
の
品
格
が
認
め
ら
れ
、
自
分
の
部

屋
で
読
む
わ
い
せ
つ
な
本
を
読
む
自
由
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
し
て
認
め
る
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
本
を
市
場
で

入
手
す
る
権
利
が
あ
る
と
考
え
て
し
ま
え
ば
、
他
者
の
世
界
に
影
響
を
与
え
、
他
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
可
能
性
が
（
９５
）

あ
る
。

ミ
ラ
ー
判
決
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
利
益
が
わ
い
せ
つ
規
制
の
正
当
化
根
拠
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
基
準
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
と
、
も
っ
と
も
厳
し
い
地
域
の
基
準
に
よ
っ
て
わ
い
せ
つ
性
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ミ

ラ
ー
判
決
の
時
代
よ
り
も
、
情
報
流
通
が
頻
繁
に
な
り
、
問
題
と
な
る
素
材
は
州
際
を
越
え
る
。
こ
の
争
点
は
、「
子
ど
も
を
オ
ン
ラ

イ
ン
か
ら
守
る
法
」
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
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５.

ミ
ラ
ー
判
決
に
例
外
を
加
え
る
こ
と
に
反
対
す
る
「
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
」
の
恋
人
映
画
判
決

パ
リ
ア
ダ
ル
ト
シ
ア
タ
ー
判
決
は
、
少
な
く
と
も
ミ
ラ
ー
判
決
と
の
結
び
つ
き
を
切
り
離
し
て
考
え
れ
ば
、
何
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

た
め
に
な
る
か
、
を
社
会
か
ら
無
作
為
に
選
出
さ
れ
、
地
域
の
代
表
と
な
る
陪
審
が
判
断
で
き
る
と
い
う
権
限
を
最
高
裁
が
追
認
し
た

よ
う
に
も
読
め
る
。
し
か
し
、
映
画
「
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
の
恋
人
」
判
決
を
検
討
す
れ
ば
、
政
府
は
、
社
会
に
と
っ
て
何
が
ベ
ス
ト
か
、

を
少
な
く
と
も
個
人
を
離
れ
て
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
争
点
で
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
判
決

と
パ
リ
ア
ダ
ル
ト
シ
ア
タ
ー
判
決
は
矛
盾
す
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
が
連
邦
最
高
裁
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。

本
件
は
、「
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
の
恋
人
」
と
い
う
映
画
配
給
許
可
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
政
府
教
育
部
門
が
州
法
に

従
い
、
不
許
可
に
し
た
（
９６
）

事
例
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
不
許
可
処
分
を
違
憲
無
効
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
姦
通
を
容
認
し
、
性
的
に
不

道
徳
的
行
為
を
望
ま
し
い
行
為
と
し
て
描
写
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
州
は
上
映
を
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
上
映
の
不
許
可
処

分
の
理
由
は
、
姦
通
が
一
定
の
場
合
に
は
許
さ
れ
る
思
想
を
映
画
が
示
し
た
か
ら
だ
と
い
う
。
第
一
修
正
の
核
心
は
、
思
想
を
唱
道
す

る
こ
と
に
あ
る
。
映
画
の
主
題
を
道
徳
的
に
好
ま
し
く
な
い
、
と
い
う
理
由
で
、
州
は
上
映
不
許
可
処
分
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

何
が
道
徳
で
あ
る
か
ど
う
か
、
を
決
定
す
る
の
は
州
で
は
な
い
。

ミ
ラ
ー
判
決
か
ら
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
判
決
、
パ
リ
ア
ダ
ル
ト
シ
ア
タ
ー
判
決
に
至
る
諸
判
決
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
考
え
る
べ

き
か
？
一
九
七
〇
年
代
の
ウ
ォ
ー
レ
ン
、
バ
ー
ガ
ー
コ
ー
ト
を
見
れ
ば
、
連
邦
最
高
裁
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
端
を
発
す
る
ロ
ス
判
決
以
降

の
枠
組
み
を
廃
棄
す
る
こ
と
な
く
、
ハ
ー
ド
コ
ア
に
限
定
す
る
と
い
う
加
工
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
延
命
さ
せ
よ
う
と
し
た
姿
勢
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
個
人
の
利
益
と
い
う
保
護
法
益
の
混
乱
が
見
え
る
。
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６.

内
容
中
立
規
制
と
し
て
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
規
制
の
妥
当
性

連
邦
最
高
裁
は
、
ミ
ラ
ー
判
決
と
そ
の
後
の
判
決
で
わ
い
せ
つ
の
境
界
を
定
義
づ
け
に
よ
っ
て
確
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
規
制

の
妥
当
性
及
び
そ
の
実
効
性
に
疑
い
が
残
っ
て
い
た
。
地
域
の
事
情
に
応
じ
た
規
制
を
促
す
た
め
に
連
邦
最
高
裁
の
用
意
し
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
基
準
に
加
え
て
、
地
方
政
府
は
ゾ
ー
ニ
ン
グ
規
制
を
一
九
七
〇
年
代
に
用
意
し
は
じ
め
た
。
こ
れ
ら
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
規
制
は

二
〇
〇
〇
年
以
降
に
問
題
と
な
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
表
現
の
自
由
に
関
す
る
議
論
と
し
て
適
用
可
能
だ
ろ
う
か
、
が
本
稿
で
は
問

題
と
な
る
。

ヤ
ン
グ
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー
（
９７
）

判
決
で
は
、
デ
ト
ロ
イ
ト
市
は
、
条
例
に
よ
っ
て
成
年
向
け
劇
場
の
所
在
を
規
制
し
て
い
た
。
条
例
の
定
義

に
該
当
す
る
特
定
地
域
に
お
い
て
、
問
題
と
な
る
施
設
が
性
的
な
活
動
を
描
写
す
る
素
材
を
強
調
す
る
こ
と
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る

（characterized
by
an
em
phasis

）
場
合
、
指
定
地
域
か
ら
一
〇
〇
〇
フ
ィ
ー
ト
以
内
に
お
け
る
施
設
の
建
築
が
禁
止
さ
れ
る
。

成
年
向
け
劇
場
の
運
営
者
は
、
本
件
条
例
の
暫
定
的
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
求
め
た
。

連
邦
最
高
裁
は
、
本
件
条
例
の
合
憲
性
を
支
持
し
た
。
条
例
の
用
意
す
る
手
続
は
、
成
年
向
け
劇
場
以
外
の
当
事
者
に
と
っ
て
漠
然

故
に
無
効
で
あ
る
と
い
う
申
立
て
を
劇
場
運
営
者
側
は
主
張
で
き
な
い
。
条
例
は
、
文
面
上
、
成
年
向
け
の
劇
場
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、

成
年
者
向
け
劇
場
以
外
の
当
事
者
に
と
っ
て
違
憲
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
を
判
断
す
る
必
要
は
な
い
。
本
条
例
で
は
、
成
年
者
は
特
定

地
域
の
劇
場
で
成
年
向
け
映
画
を
観
覧
で
き
る
た
め
事
前
抑
制
に
も
該
当
し
な
い
。
条
例
は
、
劇
場
付
近
で
発
生
す
る
犯
罪
抑
止
と
、

近
隣
住
民
に
対
す
る
影
響
を
統
制
す
る
た
め
の
合
理
的
な
規
制
で
あ
っ
て
、
性
的
志
向
を
含
む
素
材
は
、
他
の
内
容
を
扱
う
映
画
と
は

別
に
扱
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
市
の
目
的
は
正
当
で
あ
る
。
本
件
は
、
市
が
条
例
に
よ
っ
て
地
域
の
事
情
に
応
じ
た
場
所
に
よ
る
規
制
を

行
う
こ
と
が
支
持
さ
れ
た
。

連
邦
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、
漠
然
性
ゆ
え
に
無
効
の
理
論
は
、
芸
術
的
な
内
容
と
ポ
ル
ノ
の
線
引
き
が
難
し
い
場
合
に
、
事
件
の
当
事
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者
で
な
い
者
に
対
す
る
仮
定
的
な
判
断
を
下
す
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
。

レ
ン
ト
ン
（
９８
）

判
決
で
も
成
年
者
向
け
劇
場
が
違
憲
無
効
の
宣
言
的
判
決
を
求
め
て
出
訴
し
た
。
本
件
の
条
例
も
居
住
区
、
教
会
、
公
園
、

学
校
地
域
一
〇
〇
〇
フ
ィ
ー
ト
内
で
の
成
年
向
け
劇
場
の
建
設
を
禁
止
し
て
い
た
。
申
立
人
は
、
二
つ
の
劇
場
を
成
年
向
け
映
画
を
上

映
す
る
た
め
に
購
入
し
た
。
連
邦
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、
条
例
は
内
容
中
立
規
制
で
あ
っ
て
、
内
容
に
向
け
ら
れ
た
規
制
で
は
な
く
、
劇

場
の
二
次
的
効
果
を
防
止
す
る
た
め
の
規
制
と
し
て
支
持
で
き
る
と
い
う
。
最
高
裁
は
、
実
質
的
な
政
府
利
益
の
た
め
に
設
定
さ
れ
て

お
り
、
合
理
的
な
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
が
用
意
さ
れ
て
い
れ
ば
合
憲
で
あ
る
。
犯
罪
の
発
生
を
防
止
し
、
地
域
の
生
活
の

質
を
保
つ
と
い
う
目
的
の
た
め
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
全
地
域
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
成
年
向
け
劇
場
に
も
用
意
さ
れ
て
い
る
以
上
、
十

分
な
手
段
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

ヤ
ン
グ
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー
判
決
、
レ
ン
ト
ン
判
決
を
二
〇
〇
〇
年
前
後
の
判
決
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
て
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
か
？

ま
ず
は
規
制
す
る
条
例
の
合
憲
審
査
が
問
題
と
な
る
。
ロ
ス
判
決
や
チ
ャ
プ
リ
ン
ス
キ
ー
（
９９
）

判
決
で
、
連
邦
最
高
裁
は
、
四
〇
か
ら
五

〇
年
代
に
か
け
て
第
一
修
正
の
保
護
の
及
ば
な
い
範
疇
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
わ
い
せ
つ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
義
該
当
性
の
困
難
性

か
ら
判
決
の
射
程
は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
連
邦
最
高
裁
は
五
十
か
ら
六
十
年
代
に
か
け
て
内
容
中
立
規
制
を
編
み
出
し
、

緩
や
か
な
合
憲
審
査
が
わ
い
せ
つ
規
制
（
地
域
規
制
）
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
（
１００
）

っ
た
。
条
例
を
支
持
し
た
い
政
府
側
か
ら
は
、
条
例

は
内
容
中
立
規
制
に
該
当
す
る
と
い
う
反
論
を
持
て
る
よ
う
に
至
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
物
理
的
な
場
所
を
対
象
と
し
て
い

た
の
で
あ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
児
童
ポ
ル
ノ
は
、
二
〇
〇
八
年
ウ
ィ
リ
ア
ム
判
決
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
被
告
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
サ
ー
バ
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
一
九
九
七
年
の
通
信
品
位
法
違
憲
判
決
で
オ
コ
ナ
ー
反
対
意
見
は
、
一
九
九
六
年
通
信
品
位
法
は
ネ
ッ
ト
上
の
成
年
者
向

け
地
域
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
女
は
ア
リ
ゾ
ナ
、
ア
ラ
ス
カ
、
コ
ロ
ラ
ド
州
な
ど
で
未
成
年
者
の
保
護
を
理
由
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に
し
て
成
年
向
け
劇
場
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
規
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
例
に
し
て
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
が
支
持
さ
れ
る
基
準
と
し
て
、
未

成
年
者
に
は
禁
止
さ
れ
た
素
材
を
受
領
す
る
権
利
を
認
め
ら
れ
な
い
が
、
問
題
と
な
る
規
制
が
成
年
者
の
受
領
を
不
当
に
妨
げ
な
い
か

ど
う
か
、
で
審
査
す
る
。
ゾ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
手
法
は
、
一
九
九
六
年
通
信
品
位
法
は
違
憲
無
効
と
な
る
。
し
か
し
、
オ
コ
ナ
ー
の
主

張
は
法
廷
意
見
を
構
成
し
な
か
っ
た
。

ま
た
、
二
次
的
効
果
が
問
題
と
な
る
。
犯
罪
抑
止
と
二
次
効
果
は
、
ウ
ィ
ン
タ
ー
ズ
判
決
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
二
次
的
効
果
説

は
、
ヌ
ー
ド
ダ
ン
ス
に
限
定
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
（
１０１
）

な
い
。

六
章

ア
メ
リ
カ
憲
法
上
の
議
論
の
日
本
で
の
適
用
可
能
性

１.

ア
メ
リ
カ
憲
法
学
の
何
を
参
考
に
で
き
る
の
か
？

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ど
の
よ
う
に
日
本
憲
法
学
で
利
用
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
幾
つ
か
の
争
点
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
次
に
検
討
す
る
個

別
の
論
点
ど
れ
も
が
相
互
に
関
連
し
て
い
る
。

第
一
に
、
一
九
九
七
年
通
信
品
位
法
に
関
す
る
諸
判
決
や
二
〇
〇
八
年
ウ
ィ
リ
ア
ム
判
決
を
見
れ
ば
、
連
邦
最
高
裁
は
、
最
初
に
法

律
の
文
言
に
着
目
し
て
文
面
審
査
す
る
。
次
に
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
を
も
と
に
、
連
邦
議
会
の
立
法
努
力
を
別
個
に
検
討
す
る
。
場
合

に
よ
っ
て
は
議
会
の
提
出
す
る
証
拠
を
も
と
に
好
意
的
に
判
断
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
二
〇
〇
四
年
判
決
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
１０２
）

判
決
）
の

よ
う
に
連
邦
議
会
の
判
断
に
合
憲
性
を
盲
目
的
に
推
定
せ
ず
に
、
独
立
し
て
判
断
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

第
二
に
、
定
義
該
当
性
の
問
題
が
あ
る
。
連
邦
お
よ
び
州
議
会
は
、
立
法
上
、
明
確
性
の
原
則
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
永
遠
の
課
題
に
直
面
（
１０３
）

す
る
。
裁
判
所
の
判
断
は
、
素
材
の
わ
い
せ
つ
性
該
当
性
と
い
う
個
別
具
体
事
例
に
限
定
さ
れ
、
判
決
の
射
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程
は
狭
く
な
る
傾
向
が
（
１０４
）

あ
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
裁
判
官
は
、
ヤ
コ
ベ
ル
判
決
に
お
い
て
、
定
義
の
一
般
化
が
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て

（
１０５
）

い
た
。
ミ
ラ
ー
判
決
の
わ
い
せ
つ
要
件
よ
り
も
厳
し
く
州
が
規
制
範
囲
を
拡
大
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
不
明
確
性
を
理

由
に
、
連
邦
最
高
裁
は
文
面
無
効
の
違
憲
判
決
を
下
し
て
（
１０６
）

い
る
。

し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
は
、
オ
ズ
ボ
ー
ン
判
決
で
児
童
ポ
ル
ノ
だ
け
は
例
外
的
に
合
憲
限
定
解
釈
を
容
認
し
て
（
１０７
）

い
た
。
日
本
の
憲
法

学
で
は
、
表
現
の
自
由
の
規
制
立
法
に
は
文
面
審
査
と
適
用
審
査
が
妥
当
し
、
文
面
審
査
に
は
、
事
前
抑
制
の
禁
止
や
明
確
性
の
原
則

が
働
き
、
適
用
審
査
に
は
、
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
や
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
う
る
方
法
が
働
く
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
表
現

の
自
由
に
対
す
る
合
憲
限
定
解
釈
は
許
さ
れ
な
い
と
（
１０８
）

い
う
。

日
本
で
議
論
さ
れ
る
合
憲
限
定
解
釈
と
は
、
問
題
と
な
る
規
制
立
法
の
文
言
を
憲
法
の
趣
旨
に
合
致
す
る
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
を

い
う
。
こ
の
日
本
で
議
論
さ
れ
る
合
憲
限
定
解
釈
は
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
ル
ー
ル
な
い
し
ア
シ
ュ
ワ
ン
ダ
ー
ル
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
。
第
四

ル
ー
ル
と
第
七
ル
ー
ル
が
あ
る
。
第
四
ル
ー
ル
と
は
、
事
件
を
解
決
で
き
る
他
の
根
拠
が
あ
れ
ば
合
憲
判
断
を
行
わ
な
い
（
憲
法
判
断

回
避
の
ル
ー
ル
）
と
い
う
。
そ
し
て
第
七
ル
ー
ル
を
、
憲
法
問
題
を
回
避
で
き
る
よ
う
な
合
理
的
な
解
釈
が
な
い
か
ど
う
か
を
常
に
考

慮
す
る
。（
合
憲
限
定
解
釈
）
と
（
１０９
）

い
う
。

通
常
、
日
本
で
は
表
現
の
自
由
の
規
制
立
法
に
は
合
憲
限
定
解
釈
は
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
一
般
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

合
憲
限
定
解
釈
を
禁
止
す
る
理
由
は
、
萎
縮
的
効
果
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
と
（
１１０
）

い
う
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
児
童
ポ
ル
ノ
規
制
は
、
問
題
と
な
る
州
法
あ
る
い
は
連
邦
法
の
文
言
が
過
度
に
広
範
な
規
制
で
は
な
い

か
、
が
争
点
と
な
っ
て
い
た
。

例
え
ば
、
フ
ァ
ロ
ン
に
よ
れ
ば
、
過
度
に
広
範
性
の
法
理
は
劇
薬
で
あ
る
た
め
限
定
解
釈
が
図
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

過
度
に
広
範
性
の
法
理
が
劇
薬
で
あ
る
こ
と
は
二
〇
〇
八
年
ウ
ィ
リ
ア
ム
判
決
で
も
示
さ
れ
て
（
１１１
）

い
た
。
わ
い
せ
つ
を
禁
止
す
る
州
法
は
、
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わ
い
せ
つ
性
を
ハ
ー
ド
コ
ア
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
合
憲
性
を
導
く
と
い
う
。
他
方
で
、
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
ワ
ー
ド
を
禁
止
す
る

州
法
は
、
表
現
の
自
由
の
一
般
原
則
に
従
っ
て
文
面
無
効
で
あ
る
と
判
断
さ
（
１１２
）

れ
る
。
フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ー
判
決
に
よ
れ
ば
、
児
童
ポ
ル
ノ
を

禁
止
す
る
州
法
の
文
言
を
審
査
す
る
際
は
、
合
憲
限
定
解
釈
が
許
さ
れ
て
い
る
。
禁
止
さ
れ
る
児
童
ポ
ル
ノ
は
、
ハ
ー
ド
コ
ア
に
限
定

さ
れ
て
い
た
。
フ
ァ
ロ
ン
は
、
一
方
に
、
萎
縮
効
果
と
い
う
視
点
か
ら
第
一
修
正
の
利
益
を
置
き
、
他
方
で
、
法
律
の
実
質
的
な
利
益

と
他
の
選
び
う
る
手
段
が
な
い
か
、
を
対
置
さ
せ
る
こ
と
で
調
和
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
フ
ァ
ロ
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
、
過
度

に
広
範
ゆ
え
に
無
効
の
法
理
は
劇
薬
で
あ
る
た
め
慎
重
に
な
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
の
か
も
し
れ
（
１１３
）

な
い
。

過
度
に
広
範
ゆ
え
に
無
効
の
理
論
か
ら
は
、
わ
い
せ
つ
規
制
の
原
告
適
格
の
論
点
も
導
か
れ
る
。
児
童
ポ
ル
ノ
や
わ
い
せ
つ
に
関
す

る
訴
訟
は
、
お
お
ま
か
に
分
け
て
次
の
二
つ
の
訴
訟
を
辿
っ
て
い
た
。
ひ
と
つ
は
、
連
邦
法
や
州
法
に
よ
っ
て
刑
事
訴
追
さ
れ
、
有
罪

判
決
の
基
礎
と
な
る
法
令
あ
る
い
は
事
実
を
争
う
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
有
罪
判
決
の
基
礎
と
な
る
法
令
の
文
面
無
効
を
争
う
場

合
と
、
法
令
自
体
で
は
な
く
、
当
該
事
件
に
対
す
る
適
用
違
憲
を
争
う
場
合
が
あ
っ
た
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
一
九
九
七
年
の
通
信
品
位
法
違
憲
判
決
、
二
〇
〇
二
年
の
ア
シ
ュ
ク
ロ
フ
ト
フ
リ
ー
ス
ピ
ー
チ
判
決
の
よ
う
に
、

法
執
行
の
前
に
暫
定
的
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
求
め
る
場
合
で
あ
る
。
原
告
は
、
問
題
と
な
る
法
律
が
自
分
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る

こ
と
で
、
自
分
の
憲
法
上
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
違
憲
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
ヤ
ン
グ
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー
判
決
で
は
、
条
例
の
文
面
上
、
成
年
者
向
け
映
画
館
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
却
下
さ
れ
た
。

ま
た
、
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
判
決
で
は
、
映
画
館
の
上
映
禁
止
処
分
の
取
り
消
し
を
求
め
た
事
例
で
あ
り
、
必
ず
し
も
刑
事
制
裁
だ
け
が

訴
訟
の
理
由
と
な
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
（
１１４
）

れ
る
。

第
三
に
、
連
邦
制
度
と
い
う
日
本
法
に
存
在
し
な
い
ア
メ
リ
カ
裁
判
管
轄
制
度
を
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
い
せ
つ
物
該
当

性
は
、
通
常
、
第
一
審
で
あ
る
州
裁
判
所
で
争
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
州
は
、
独
自
の
州
裁
判
所
制
度
を
連
邦
裁
判
所
と
別
個
に
用
意
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し
て
い
る
。
ヒ
ッ
ク
リ
ン
判
決
や
ミ
ラ
ー
判
決
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
わ
い
せ
つ
物
の
事
実
認
定
は
コ
モ
ン
ロ
ー
上
、
陪
審
が
判
断
す

る
。
州
裁
判
所
で
は
、
州
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
無
作
為
に
選
出
さ
れ
た
陪
審
員
が
事
実
認
定
を
行
う
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
素
材
で

あ
っ
て
も
裁
判
管
轄
に
よ
っ
て
わ
い
せ
つ
物
に
該
当
し
た
り
、
該
当
し
な
か
っ
た
り
、
そ
の
判
断
が
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
連
邦
法

で
許
追
さ
れ
る
場
合
は
連
邦
地
裁
が
第
一
審
に
な
る
。
こ
の
点
が
幾
つ
か
の
問
題
を
生
む
。

上
訴
審
は
原
則
と
し
て
法
律
審
で
あ
り
、
陪
審
に
対
す
る
説
示
に
明
ら
か
な
誤
り
が
あ
れ
ば
上
訴
理
由
に
な
る
が
、
通
常
は
、
第
一

審
の
事
実
認
定
に
拘
束
さ
れ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
事
実
認
定
に
つ
い
て
、
下
級
裁
が
審
理
に
過
り
が
あ
る
点
、

考
慮
す
べ
き
な
の
に
判
断
し
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
再
審
理
を
命
じ
る
場
合
も
あ
る
。
わ
い
せ
つ
該
当
性
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
原
審

に
差
し
戻
さ
れ
判
断
さ
れ
る
場
合
が
あ
（
１１５
）

っ
た
。

州
裁
判
所
は
、
通
常
、
州
法
に
関
す
る
問
題
を
扱
う
。
連
邦
裁
判
所
は
、
連
邦
法
の
問
題
及
び
連
邦
憲
法
の
問
題
を
扱
う
。
連
邦
憲

法
は
、
裁
判
所
の
修
正
一
条
は
連
邦
政
府
を
名
宛
人
に
し
て
い
る
が
、
判
例
法
上
、
修
正
十
四
条
第
五
項
に
従
い
、
州
の
規
制
に
も
及

ぶ
。
州
は
、
人
民
の
連
邦
憲
法
上
の
自
由
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、
一
九
九
六
年
電
気
通
信
品
位
法
と
い
う
連
邦
法
が
用
意
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
連
邦
裁
判
所
に
裁
判
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
。

わ
い
せ
つ
物
規
制
の
場
合
、
各
州
は
州
法
や
条
例
に
よ
っ
て
、
ミ
ラ
ー
判
決
に
抵
触
し
な
い
限
り
で
州
法
あ
る
い
は
条
例
で
独
自
の
基

準
を
設
定
で
き
る
。
禁
止
さ
れ
る
項
目
を
列
挙
す
る
場
合
、
ジ
ェ
ン
キ
ン
ス
判
決
に
従
い
、
包
括
的
な
列
挙
で
な
く
、
例
示
列
挙
で
足

り
る
こ
と
に
な
る
。

州
裁
判
所
で
被
告
が
州
法
に
よ
っ
て
有
罪
判
決
を
受
け
た
場
合
、
上
訴
を
州
裁
判
所
あ
る
い
は
連
邦
裁
判
所
で
第
一
修
正
を
主
張
し

て
争
う
か
は
、
被
告
の
戦
略
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。
被
告
は
他
州
で
類
似
の
州
法
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
を
比
較
し
て
争
う
場
所
を
検
討
す

る
こ
と
に
な
る
。
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わ
い
せ
つ
素
材
は
、
作
成
者
や
配
布
者
側
に
利
益
を
得
た
い
と
い
う
欲
求
が
働
き
、
州
の
境
界
を
超
え
る
こ
と
が
（
１１６
）

多
い
。
作
成
者
や

配
布
者
側
は
、
自
分
の
素
材
が
別
の
州
で
問
題
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
リ
ス
ク
を
（
１１７
）

負
う
。
作
成
者
側
は
も
っ
と
も
わ
い
せ
つ
物
に
対
す

る
規
制
の
厳
し
い
州
で
訴
追
さ
れ
な
い
よ
う
な
マ
イ
ル
ド
な
素
材
を
選
ぶ
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
は
、
も
っ
と
も
厳
し
い
州
だ
け

に
通
用
す
る
素
材
を
別
途
に
作
成
す
る
と
い
う
負
担
を
負
う
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
で
、
わ
い
せ
つ
性
を
判
断
す
る
陪
審
の
判
断
も
無

制
約
で
は
な
い
。
陪
審
へ
の
説
示
は
、
あ
く
ま
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
準
で
あ
っ
て
全
国
的
な
基
準
で
は
な
い
。

第
四
に
、
ミ
ラ
ー
（
１１８
）

判
決
に
よ
れ
ば
、
わ
い
せ
つ
該
当
性
は
、
連
邦
最
高
裁
か
ら
地
方
の
陪
審
に
委
ね
ら
れ
た
。
わ
い
せ
つ
性
該
当
性

は
、
地
方
の
事
情
に
精
通
し
た
陪
審
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
が
、
そ
の
判
断
基
準
は
、
地
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
見
て
、
問
題
と
な

る
素
材
が
性
的
関
心
を
惹
起
す
る
か
ど
う
か
、
で
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
ミ
ラ
ー
判
決
に
従
え
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
準
が
採
用
さ
れ

る
理
由
は
、
広
大
な
国
土
の
中
で
多
様
な
価
値
観
が
存
在
し
て
い
る
た
め
単
一
の
基
準
で
統
一
化
す
る
こ
と
が
妥
当
で
は
な
い
か
（
１１９
）

ら
だ

と
い
う
。
た
だ
し
、
真
剣
な
文
学
的
作
品
と
し
て
の
価
値
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
要
件
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。

わ
い
せ
つ
に
関
す
る
法
律
は
立
法
府
に
置
い
て
制
定
さ
れ
、
行
政
府
に
よ
っ
て
刑
事
訴
追
さ
れ
る
。
二
〇
〇
八
年
判
決
は
、
疑
似
ポ

ル
ノ
禁
止
法
の
合
憲
性
を
支
持
し
た
が
、
二
〇
〇
二
年
の
違
憲
判
決
を
見
れ
ば
、
今
後
は
、
わ
い
せ
つ
の
定
義
該
当
性
よ
り
も
む
し
ろ

行
為
者
の
主
観
と
客
観
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
二
〇
〇
二
年
判
決
で
は
宣
言
的
あ
る
い
は
暫
定
的
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク

シ
ョ
ン
が
扱
わ
れ
た
。
文
面
無
効
の
判
断
を
踏
ま
え
た
か
ら
こ
そ
、
二
〇
〇
八
年
判
決
で
は
、
被
告
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
氏
の
よ
う
な

行
為
者
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
か
、
と
い
う
検
察
側
の
立
証
責
任
の
負
担
が
大
き
く
（
１２０
）

な
る
。
例
え
ば
、
本
件
で
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム

氏
は
、
性
的
に
明
白
な
ユ
ー
ザ
ー
ネ
ー
ム
を
利
用
し
て
、
ネ
ッ
ト
上
の
チ
ャ
ッ
ト
ル
ー
ム
に
サ
イ
ン
イ
ン
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
覆
面

捜
査
官
に
対
し
て
、「
よ
ち
よ
ち
歩
き
（toddler

）
の
父
さ
ん
が
、
ス
ワ
ッ
プ
用
に
良
い
写
真
…
を
持
っ
て
い
る
よ
。」
と
述
べ
た
。

さ
ら
に
、「
自
分
の
四
歳
の
娘
を
男
が
乱
暴
し
て
い
る
写
真
を
持
っ
て
い
る
」
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
投
稿
し
て
い
る
。
今
後
、
ウ
ィ
リ
ア
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ム
氏
よ
り
も
行
為
者
の
主
観
と
客
観
の
立
証
に
手
間
取
る
場
合
に
は
、
素
材
を
ど
の
よ
う
に
作
成
し
た
の
か
、
と
い
う
訴
追
側
の
負
担

は
重
く
な
る
だ
（
１２１
）

ろ
う
。
市
場
に
出
回
る
一
般
向
け
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
を
利
用
す
れ
ば
、
コ
ラ
ー
（
１２２
）

ジ
ュ
で
あ
れ
ば
一
時
間
程
で
素

材
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
に
加
工
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
二
〇
〇
八
年
判
決
が
法
の
文
言
を
支
持
し
た
以
上
、
今
後
、
法
執

行
あ
る
い
は
陪
審
の
認
定
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
第
一
修
正
の
権
利
は
、
危
機
に
瀕
し
て
（
１２３
）

い
る
。

最
後
に
、
地
域
の
多
様
性
を
尊
重
し
た
結
果
が
ゾ
ー
ニ
ン
グ
規
制
か
も
し
れ
な
い
。
連
邦
最
高
裁
は
、
ヤ
ン
グ
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー
判
決

で
ゾ
ー
ニ
ン
グ
規
制
を
容
認
し
た
。
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
ス
キ
ー
（
１２４
）

判
決
で
、
連
邦
最
高
裁
は
、
第
一
修
正
の
保
護
の
及
ば
な
い
範
疇
を
一
九

四
二
年
に
確
認
し
た
が
、
ロ
ス
判
決
以
降
、
わ
い
せ
つ
の
定
義
性
と
作
品
の
該
当
性
に
右
往
左
往
す
る
こ
と
に
な
る
。
ヤ
ン
グ
ミ
ニ
シ

ア
タ
ー
判
決
は
、
地
域
の
自
治
を
あ
る
程
度
尊
重
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ゾ
ー
ニ
ン
グ
規
制
の
支
持
さ
れ
た
一
九
六
〇
年
代
ご

ろ
は
、
連
邦
最
高
裁
は
、
別
の
文
脈
で
も
内
容
規
制
と
内
容
中
立
規
制
の
区
分
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
区
別
は

い
ま
だ
明
ら
か
で
は
（
１２５
）

な
い
。

２.

残
さ
れ
た
課
題

女
性
蔑
視
の
差
別
的
表
現
と
の
関
係

本
稿
で
は
、
考
察
さ
れ
な
か
っ
た
問
題
が
幾
つ
か
存
在
す
る
。
二
〇
〇
八
年
判
決
を
中
心
に
し
て
、
わ
い
せ
つ
規
制
に
つ
い
て
検
討

し
て
き
た
が
、
国
（
１２６
）

際
法
の
問
題
も
あ
る
。
ネ
ッ
ト
上
の
配
布
は
国
境
を
超
え
る
。
他
に
も
差
別
的
表
現
の
論
点
を
抜
き
に
考
察
を
締
め

く
く
る
こ
と
は
で
き
（
１２７
）

な
い
。

マ
ッ
キ
ノ
ン
は
、
ポ
ル
ノ
は
女
性
に
対
す
る
差
別
的
表
現
で
あ
り
、
女
性
を
従
属
的
な
立
場
に
置
き
、
強
姦
を
奨
励
す
る
表
現
だ
と

主
張
し
た
。
統
計
に
よ
れ
ば
、
ポ
ル
ノ
は
暴
力
を
増
加
さ
せ
る
と
（
１２８
）

い
う
。
ポ
ル
ノ
を
禁
止
す
る
こ
と
で
男
女
平
等
が
促
進
さ
れ
る
と
主

張
す
る
。
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フ
レ
ッ
ド
リ
ッ
ク
・
シ
ャ
ウ
ワ
ー
は
、
ハ
ー
ド
コ
ア
の
ポ
ル
ノ
は
、「
表
現
」
で
は
な
く
て
物
理
的
行
動
を
引
き
起
こ
す
た
め
保
護

さ
れ
な
い
、
と
主
張
す
る
。
革
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
性
的
道
具
と
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
同
視
で
（
１２９
）

き
る
。

こ
れ
に
否
定
的
な
意
見
も
あ
る
。
ト
ー
マ
ス
・
エ
マ
ー
ソ
ン
は
、
マ
ッ
キ
ノ
ン
の
ポ
ル
ノ
規
制
が
、
文
学
作
品
も
規
制
対
象
に
入
れ

て
し
ま
い
、
広
範
に
過
ぎ
る
と
批
判
（
１３０
）

す
る
。
も
し
ポ
ル
ノ
が
女
性
蔑
視
の
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
含
ん
で
い
る
と
す
る
な
ら
、
マ
ッ
キ

ノ
ン
は
見
解
に
基
づ
く
規
制
を
容
認
し
て
い
る
こ
と
に
（
１３１
）

な
る
。

マ
ッ
キ
ノ
ン
の
提
案
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
ポ
リ
ス
に
て
条
例
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
条
例
に
よ
れ
ば
、
ポ
ル
ノ
と
は
、
女
性
を
事
実
上

差
別
し
、
ポ
ル
ノ
は
わ
い
せ
つ
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
女
性
が
苦
痛
、
屈
辱
の
性
的
対
象
と
し
て
提
示
さ

れ
て
い
る
も
の
、
強
姦
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
性
的
喜
び
を
体
験
し
て
い
る
性
的
対
象
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
、
縛
ら
れ
た
り
、

切
ら
れ
た
り
、
物
理
的
に
傷
つ
け
ら
れ
、
肉
体
的
に
切
断
さ
れ
た
り
し
て
、
性
的
対
象
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
、
道
具
や
動
物

に
よ
っ
て
女
性
が
姦
淫
さ
れ
て
い
る
様
子
を
提
示
し
て
い
る
も
の
な
ど
で
あ
る
。
文
言
上
は
、
好
色
的
関
心
、
攻
撃
性
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
基
準
に
言
及
し
て
い
な
い
。
雑
誌
社
、
本
の
読
者
は
、
本
条
例
が
行
為
で
は
な
く
言
論
を
規
制
し
て
い
る
以
上
、
違
憲
無
効
で

あ
る
と
主
張
し
た
。
地
裁
は
、
こ
の
主
張
を
受
け
入
れ
、
条
例
は
違
憲
無
効
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
第
七
巡
回
裁
判
所
も
違
憲
判
決
を

支
持
（
１３２
）

し
た
。
第
七
巡
回
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
表
現
の
内
容
を
根
拠
に
差
別
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
本
条
例
は
見
解
に
基
づ
く
差
別

で
あ
っ
て
、
許
容
で
き
な
い
。
ど
れ
だ
け
性
的
な
描
写
で
あ
っ
て
も
、
合
法
的
な
方
法
で
描
写
す
る
こ
と
は
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
。

他
方
で
、
女
性
を
違
法
な
方
法
で
描
写
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
真
剣
な
文
学
的
、
科
学
的
価
値
が
あ
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
。
イ
ン
デ
ィ

ア
ナ
は
、
自
ら
好
ま
ざ
る
見
解
を
禁
止
す
る
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
（
１３３
）

な
い
。
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３.

日
本
の
児
童
ポ
ル
ノ
法
案

現
行
刑
法
一
七
五
条
は
、
二
二
章
「
わ
い
せ
つ
、
姦
淫
及
び
重
婚
の
罪
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
一
七
五
条
は
、「
わ
い
せ
つ
な
文

書
、
図
画
そ
の
他
の
物
を
頒
布
し
、
販
売
し
、
又
は
公
然
と
陳
列
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
百
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
若

し
く
は
科
料
に
処
す
る
。
販
売
の
目
的
で
こ
れ
ら
の
物
を
所
持
し
た
者
も
」
同
様
で
あ
る
。
本
法
の
文
言
は
、
わ
い
せ
つ
な
文
書
、
図

画
そ
の
他
の
物
を
対
象
と
す
る
が
、「
そ
の
他
の
物
」
に
わ
い
せ
つ
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
デ
ー
タ
が
含
ま
れ
る
か
、
が
問
題
と
な
（
１３４
）

っ
た
。

さ
ら
に
、
日
本
で
は
、「
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」
が
存
在
し
て
い
る
。

（
通
称
「
児
童
ポ
ル
ノ
法
」
で
議
論
を
進
め
る
。）
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
一
回
国
会
法
務
委
員
会
で
は
、
本
法
の
改
正
が
次
の
よ
う

に
検
討
さ
れ
て
（
１３５
）

い
た
。

児
童
ポ
ル
ノ
法
の
一
条
は
、「
児
童
に
対
す
る
性
的
搾
取
及
び
性
的
虐
待
が
児
童
の
権
利
を
著
し
く
侵
害
す
る
こ
と
の
重
大
性
に
か

ん
が
み
、
あ
わ
せ
て
児
童
の
権
利
の
擁
護
に
関
す
る
国
際
的
動
向
を
踏
ま
え
、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
を
処
罰
す
る

と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
行
為
等
に
よ
り
心
身
に
有
害
な
影
響
を
受
け
た
児
童
の
保
護
の
た
め
の
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童

の
権
利
を
擁
護
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

本
法
の
立
法
動
機
は
、
児
童
搾
取
や
性
的
虐
待
か
ら
児
童
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
国
際
的
動
き
の
中
で
制
定
さ
れ
た
。
本
法
に
い
う

「
児
童
」
と
は
一
八
歳
未
満
の
も
の
を
い
う
。
本
法
は
一
九
九
九
年
に
公
布
、
施
行
さ
れ
た
。
本
法
の
禁
止
す
る
「
児
童
ポ
ル
ノ
」
と

は
、
同
法
二
条
三
項
に
よ
れ
ば
、「
写
真
、
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
そ
の
他
の
物
を
さ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る

児
童
の
姿
態
を
視
覚
に
よ
り
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
描
写
し
た
も
の
を
い
う
。

一

児
童
を
相
手
方
と
す
る
又
は
児
童
に
よ
る
性
交
又
は
性
交
類
似
行
為
に
係
る
児
童
の
姿
態

二

他
人
が
児
童
の
性
器
等
を
触
る
行
為
又
は
児
童
が
他
人
の
性
器
等
を
触
る
行
為
に
係
る
児
童
の
姿
態
で
あ
っ
て
性
欲
を
興
奮
さ
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せ
又
は
刺
激
す
る
も
の

三

衣
服
の
全
部
又
は
一
部
を
着
け
な
い
児
童
の
姿
態
で
あ
っ
て
性
欲
を
興
奮
さ
せ
又
は
刺
激
す
る
も
の

本
法
は
二
〇
〇
八
年
に
見
直
し
さ
れ
、「
児
童
ポ
ル
ノ
」
の
定
義
が
変
更
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
本
改
正
に
よ
っ
て
、
擬
似
的

な
児
童
ポ
ル
ノ
（
実
際
に
は
存
在
し
な
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
）
が
禁
止
さ
れ
た
り
、
単
純
所
持
や
取
得
罪
が
規
定
さ
れ
た

り
、
対
象
年
齢
の
引
き
下
げ
が
検
討
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
会
議
録
に
よ
れ
ば
、
自
己
の
性
的
好
奇
心
を
満
た
す
目
的
で
の
児
童
ポ
ル

ノ
の
所
持
に
つ
い
て
罰
則
を
一
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
と
い
う
改
正
案
が
提
示
さ
れ
た
。

会
議
録
に
よ
れ
ば
、
現
行
法
の
定
義
を
「
児
童
性
行
為
等
姿
態
描
写
物
」
に
改
め
、
さ
ら
に
二
条
第
三
項
第
二
号
を
「
殊
更
に
他
人

が
児
童
の
性
器
等
を
触
り
、
若
し
く
は
殊
更
に
児
童
が
他
人
の
性
器
等
を
触
る
行
為
に
係
る
児
童
の
姿
態
又
は
殊
更
に
児
童
の
性
器
等

が
露
出
さ
れ
、
若
し
く
は
強
調
さ
れ
て
い
る
児
童
の
姿
態
」
と
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
除
す
る
法
案
が
検
討
さ
れ
た
。
民
主
党
案
と

自
民
党
案
が
議
論
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇
九
年
の
衆
議
院
解
散
に
よ
っ
て
廃
案
と
な
っ
た
。

例
え
ば
、
議
事
録
で
は
、
児
童
ポ
ル
ノ
を
好
ま
な
い
場
合
、
た
と
え
ば
芸
術
活
動
で
あ
っ
て
も
規
制
対
象
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が

指
摘
さ
れ
た
。
本
法
の
適
用
を
恐
れ
た
過
剰
な
自
主
規
制
も
問
題
視
さ
れ
て
（
１３６
）

い
た
。
二
〇
〇
八
年
判
決
で
の
議
論
が
今
後
参
考
に
さ
れ

る
だ
（
１３７
）

ろ
う
。
ホ
ー
レ
イ
氏
に
関
わ
る
下
級
裁
の
事
件
で
も
検
討
し
た
よ
う
に
、
日
本
は
児
童
ポ
ル
ノ
の
発
信
源
と
し
て
悪
名
高
く
、

「
児
童
ポ
ル
ノ
法
」
以
外
に
、
政
府
の
関
係
省
庁
（
警
察
庁
、
厚
生
労
働
省
、
文
部
科
学
省
、
外
務
省
）
の
取
り
組
み
が
議
論
さ
れ
て

い
る
。
二
〇
一
〇
年
一
月
に
は
、
児
童
ポ
ル
ノ
排
除
対
策
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
が
設
置
さ
れ
る
と
い
う
。
議
論
の
対
象
は
、
画
像
分

析
班
の
設
置
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
に
違
法
・
有
害
情
報
の
早
期
削
除
、
検
索
エ
ン
ジ
ン
で
の
非
開
示
の
推
進
を
要
請
、

被
害
児
童
の
早
期
発
見
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
で
、
関
係
省
庁
が
連
携
す
る
よ
う
で
あ
る
。
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ま
と
め

本
稿
で
は
、
わ
い
せ
つ
と
児
童
ポ
ル
ノ
に
関
わ
る
議
論
を
、
主
要
な
連
邦
最
高
裁
判
決
に
絞
っ
て
検
討
し
た
。
国
際
法
の
問
題
、
差

別
的
言
論
、
自
主
規
制
の
実
効
性
、
作
成
者
の
自
己
管
理
と
い
っ
た
争
点
も
残
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
判
決
は
、
結
果
と
し
て
児

童
ポ
ル
ノ
の
規
制
立
法
を
支
持
し
た
が
、
本
法
の
適
用
範
囲
は
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。
本
稿
で
検
討
し
た
の
は
次
の
点
で
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
は
、
最
初
に
法
律
の
文
言
に
着
目
し
て
文
面
審
査
す
る
。
次
に
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
を
も
と
に
、
連
邦
議
会
の
立
法
努

力
を
別
個
に
検
討
す
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
議
会
の
提
出
す
る
証
拠
を
も
と
に
好
意
的
に
判
断
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
連
邦
議
会
の
判

断
に
合
憲
性
を
盲
目
的
に
推
定
せ
ず
に
、
独
立
し
て
判
断
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

連
邦
議
会
は
、
立
法
上
、
明
確
性
の
原
則
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
永
遠
の
課
題
に
直
面
す
る
。
裁
判
所
の
判
断
は
、

素
材
の
わ
い
せ
つ
性
該
当
性
と
い
う
個
別
具
体
事
例
に
限
定
さ
れ
、
判
決
の
射
程
は
狭
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。

法
の
文
言
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
連
邦
最
高
裁
は
、
オ
ズ
ボ
ー
ン
判
決
で
児
童
ポ
ル
ノ
だ
け
は
例
外
的
に
合
憲
限
定
解
釈
を
容
認
し
て

い
た
。
一
九
九
七
年
リ
ノ
�
判
決
で
は
「
下
品
な
」
の
文
言
に
限
定
解
釈
を
認
め
な
か
っ
た
。
レ
ン
ト
ン
判
決
で
は
、
ヌ
ー
ド
ダ
ン
ス

に
限
っ
て
二
次
的
効
果
を
容
認
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
過
度
に
広
範
ゆ
え
に
無
効
の
理
論
は
、
わ
い
せ
つ
規
制
の
原
告
適
格
の

論
点
も
導
か
れ
る
。
児
童
ポ
ル
ノ
や
わ
い
せ
つ
に
関
す
る
訴
訟
は
、
お
お
ま
か
に
分
け
て
次
の
二
つ
の
訴
訟
を
辿
っ
て
い
た
。
ひ
と
つ

は
、
連
邦
法
や
州
法
に
よ
っ
て
刑
事
訴
追
さ
れ
、
有
罪
判
決
の
基
礎
と
な
る
法
令
あ
る
い
は
事
実
を
争
う
場
合
で
あ
る
。
有
罪
判
決
の

基
礎
と
な
る
法
令
の
文
面
無
効
を
争
う
場
合
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
判
決
の
よ
う
に
適
用
違
憲
を
争
う
場
合
が
あ
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
一

九
九
七
年
リ
ノ
�
判
決
や
二
〇
〇
二
年
ア
シ
ュ
ク
ロ
フ
ト
フ
リ
ー
ス
ピ
ー
チ
判
決
の
よ
う
に
、
法
執
行
の
前
に
暫
定
的
イ
ン
ジ
ャ
ン
ク

シ
ョ
ン
を
求
め
る
場
合
で
あ
る
。
原
告
は
、
問
題
と
な
る
法
律
が
自
分
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
分
の
憲
法
上
の
権
利
が
侵
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害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
違
憲
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、「
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
」

判
決
で
は
、
映
画
館
の
上
映
禁
止
処
分
の
取
り
消
し
を
求
め
た
事
例
で
あ
り
、
必
ず
し
も
刑
事
制
裁
が
訴
訟
の
理
由
と
な
ら
な
い
こ
と

が
示
さ
れ
た
。

九
十
年
代
の
連
邦
法
を
見
れ
ば
、
連
邦
政
府
は
、
児
童
ポ
ル
ノ
が
商
業
的
な
素
材
で
あ
っ
て
、
複
数
の
州
を
越
え
る
問
題
で
あ
る
と

い
う
口
実
で
、
州
際
通
商
条
項
を
規
制
根
拠
に
利
用
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
。
問
題
と
な
る
連
邦
法
を
第
一
修
正

の
表
現
の
自
由
の
問
題
で
は
な
く
、
州
際
通
商
の
問
題
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
緩
や
か
な
合
憲
審
査
が
導
か
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
州
の
国

境
を
越
え
て
利
益
を
生
む
「
取
引
」
だ
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
州
で
は
な
く
連
邦
政
府
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
法
を
参
考
に
す
る
際
、
連
邦
制
度
と
い
う
日
本
法
に
存
在
し
な
い
ア
メ
リ
カ
裁
判
管
轄
制
度
を
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ミ
ラ
ー
判
決
に
よ
れ
ば
、
わ
い
せ
つ
該
当
性
は
、
連
邦
最
高
裁
か
ら
地
方
の
陪
審
に
委
ね
ら
れ
た
。
ミ
ラ
ー
判
決
に
従
え
ば
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
準
が
採
用
さ
れ
る
理
由
は
、
広
大
な
国
土
の
中
で
多
様
な
価
値
観
が
存
在
し
て
い
る
た
め
単
一
の
基
準
で
統
一
化
す

る
こ
と
が
妥
当
で
は
な
い
か
ら
だ
と
い
う
。

さ
ら
に
、
地
域
の
多
様
性
を
尊
重
し
た
結
果
が
ゾ
ー
ニ
ン
グ
規
制
か
も
し
れ
な
い
。
連
邦
最
高
裁
は
、
ヤ
ン
グ
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー
判
決

で
ゾ
ー
ニ
ン
グ
規
制
を
容
認
し
た
。
ヤ
ン
グ
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー
判
決
は
、
地
域
の
自
治
を
あ
る
程
度
尊
重
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ゾ
ー
ニ
ン
グ
規
制
の
支
持
さ
れ
た
一
九
六
〇
年
代
ご
ろ
は
、
連
邦
最
高
裁
は
、
別
の
文
脈
で
も
内
容
規
制
と
内
容
中
立
規
制
の
区
分
を

支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

最
後
に
、
二
〇
〇
八
年
判
決
に
従
え
ば
、
被
告
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
氏
の
よ
う
な
行
為
者
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
か
、
と
い
う

検
察
側
の
立
証
責
任
の
負
担
が
大
き
く
な
る
。
今
後
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
氏
よ
り
も
行
為
者
の
主
観
と
客
観
の
立
証
に
手
間
取
る
場
合
に
は
、

ど
の
よ
う
に
作
成
し
た
の
か
、
と
い
う
訴
追
側
の
負
担
は
重
く
な
る
だ
ろ
う
。
第
一
審
の
訴
追
側
は
、
常
に
合
理
的
な
疑
い
を
入
れ
な
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い
ま
で
に
陪
審
に
対
し
て
立
証
す
る
責
任
を
負
う
。

市
場
に
出
回
る
一
般
向
け
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
で
も
、
一
時
間
程
で
素
材
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
に
加
工
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
二
〇
〇
八
年
判
決
が
法
の
文
言
を
支
持
し
た
以
上
、
今
後
二
〇
〇
八
年
判
決
で
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
他
の
規
定
で
も
、

法
執
行
や
陪
審
の
認
定
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
第
一
修
正
の
権
利
は
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
児
童
ポ
ル
ノ
が
未
成
年

者
の
性
的
搾
取
や
虐
待
を
導
く
と
言
う
点
で
一
致
は
見
ら
れ
て
も
そ
の
目
的
達
成
手
段
に
つ
い
て
は
、
連
邦
議
会
と
連
邦
最
高
裁
の
衝

突
が
あ
る
点
を
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
点
を
無
視
す
る
べ
き
で
な
く
、
表
現
の
自
由
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
二
〇
〇
八

年
判
決
の
射
程
は
限
定
的
に
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
本
判
決
を
メ
イ
ン
に
日
本
に
盲
目
的
に
持
ち
込
む
こ
と
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
１
）

佐
藤
幸
治
『
憲
法
と
そ
の
物
語
性
』（
有
斐
閣

二
〇
〇
三
年
）。

（
２
）

本
稿
で
は
「
児
童
」「
子
ど
も
」
を
互
換
的
に
扱
う
。

（
３
）

N
ew
Y
ork
v.F
erber,458

U
.S.747

（1982

）.

（
４
）

N
.Y
.P
enal

L
aw
§
263.15.

（
５
）

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
、
州
最
高
裁
が
第
一
審
で
あ
る
。

（
６
）

P
eople

v.F
erber,52

N
.Y
.2d
674

（1981

）.

（
７
）

Id
.at
764

―66.

（
８
）

Id
.at
774

―75.

（O
’C
onner,J.,concurring

）.

（
９
）

Id
.at
776

―77.

（B
rennan,J.,concurring

in
the
judgm

ent
）.

（
１０
）

Stanley
v.G
eorgia,394

U
.S.557

（1969

）.
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（
１１
）

G
a.C
ode
1933,§

26

―6301.

（
１２
）

後
章
で
検
討
す
る
が
、
こ
の
時
期
に
わ
い
せ
つ
に
関
連
す
る
法
理
が
現
代
の
形
に
近
づ
い
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。See,

R
osen-

bloom
v.M

etrom
edia,403

U
.S.29

（1971

）.

本
件
で
は
、
わ
い
せ
つ
な
本
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
逮
捕
さ
れ
た
私
人
に
つ
い

て
ラ
ジ
オ
局
が
報
道
し
た
事
例
で
あ
る
。
私
人
は
、
自
分
が
公
的
人
物
で
も
公
職
者
で
も
な
い
こ
と
を
理
由
に
ラ
ジ
オ
局
を
ラ
イ
ベ
ル
で
訴

え
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
公
共
の
関
心
事
に
つ
い
て
は
現
実
の
悪
意
論
が
適
用
さ
れ
る
と
判
断
し
た
。「
公
的
関
心
事
」
に
つ
い
て
も
現
実

の
悪
意
論
が
適
用
さ
れ
る
。

（
１３
）

T
he
P
rotection

of
C
hildren

A
gainst

Sexual
E
xploitation

A
ct
of
1977,P

ub.L
.N
o.95

―225,92
Stat.7,codified

at
18
U
.

S.C
.§
§
2251

―2253

（2006
）.

（
１４
）

C
hild
P
rotection

A
ct
of
1984,P

ub.L
.N
o.98

―292,98
Stat.204,codified

at
18
U
.S.C
.§
§
2251

―2253

（2006

）.

（
１５
）

O
sborne

v.O
hio,495

U
.S.103
（1990

）.

（
１６
）

Id
.114

at
footnote

10,11.

（
１７
）

T
he
C
hild

P
rotection

R
estoration

and
P
enalties

E
nhancem

ent
A
ct,
P
ub.
L
.
N
o.
101

―647,
104
Stat.

4789,
codified

as

18
U
.S.C
.2257.

さ
ら
に
９８
年
法
（the

P
rotection

of
C
hildren

from
Sexual

P
redators

A
ct
of
1998

）
に
よ
っ
て
、
州
際
を
越
え
て
郵
送
、
運
搬

さ
れ
た
視
覚
的
な
素
材
に
ま
で
処
罰
対
象
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
１８
）

A
shcroft

v.F
ree
Speech

C
oalition,535

U
.S.234

（2002
）.

（
１９
）

T
he
C
hild
P
ornography

P
revention

A
ct
of
1996

（C
P
P
A

）,P
ub.L

.N
o.104

―208,110
Stat.3009

―25,codified
as
18
U
.S.

C
.S.§

2251
et
seq.

（
２０
）

18
U
.S.C
.2252A

（a

）（
所
持
及
び
配
布
規
定
）

（
２１
）

18
U
.S.C
.2256

（8

）（B

）（
児
童
ポ
ル
ノ
の
定
義
規
定
の
う
ち
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
作
成
さ
れ
た
」
要
件
）
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（
２２
）

18
U
.S.C
.2256

（8

）（D

）（
児
童
ポ
ル
ノ
の
定
義
規
定
の
う
ち
「
そ
れ
ら
し
く
見
え
る
」
要
件
）

（
２３
）

18
U
.S.C
.2252A

（c

）.

（
抗
弁
規
定
）

（
２４
）

F
ree
Speech

C
oalition

v.R
eno,25

M
edia

L
.R
ep.

（B
N
A

）2305

（N
.D
.C
al.A

ug.12,1997

）.
（
２５
）

F
ree
Speech

C
oalition

v.R
eno,198

F
.3d
1083

（1999

）.

（
２６
）

A
shcroft

v.F
ree
Speech

C
oalition,535

U
.S.234

（2002

）.

（
２７
）

Id
.at
259

（T
hom
as,J.,concurring

in
the
judgm

ent

）.

（
２８
）

Id
.A
t
268

（R
ehnquist,C

.J.,dissenting
in
part

）.

（
２９
）

Id
.A
t
258,268

（O
’C
onnor,J.,concurring

in
the
judgm

ent
in
part

and
dissenting

in
part

）.

（
３０
）

18
U
.S.C
.S.§

2256
（2
）（A

）（
定
義
規
定
）

（
３１
）

18
U
.S.C
.S.§

2256

（11
）（
識
別
不
可
能
の
説
明
規
定
）

（
３２
）

18
U
.S.C
.S.§

2256A

（b

）（1
）（
制
裁
規
定
）

（
３３
）
〈http://edition.cnn.com

/2008/C
R
IM
E
/05/19/scotus.porn/index.htm

l

〉

（
３４
）

U
nited

States
v.W

illiam
s,2004

U
.S.D

ist.L
E
X
IS
30603

（S.D
.F
la.A

ug.20,2004

）.

（
３５
）

U
nited

States
v.W

illiam
s,444

F
.3d
1286,

（11th
C
ir.F
la.,2006

）.

（
３６
）

U
nited

States
v.W

illiam
s,128

S.C
t.1830

（2008

）.

（
３７
）

18
U
.S.C
.S.§

2252A

（a

）（3

）（
目
的
犯
規
定
）

（
３８
）

Id
.A
t
1847.

（Stevens,J.,concurring.B
reyer,J.,joins,concurring

）.

（
３９
）

Stephen
B
reyer,A

ctive
L
iberty:Interpreting

O
ur
D
em
ocratic

C
onstitution

（K
nopf

2005

）.

A
ntonin

Scalia
&
B
ryana

A
.G
arner, M

aking
Y
our
C
ase:T

he
A
rt
of
P
ersuading

Judges

（T
hom
son
&
W
est
2008

）.

（
４０
）

Id
.at
1849

（Souter,J.,dissenting

）.
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（
４１
）

Id.

（
４２
）

九
四
、
九
七
年
の
タ
ー
ナ
ー
�
・
�
、
九
六
年
の
デ
ン
バ
ー
判
決
で
は
、
ケ
ー
ブ
ル
を
放
送
・
新
聞
ど
ち
ら
に
分
類
す
る
か
、
と
い
う

点
が
論
争
の
的
に
な
っ
た
。
し
か
し
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
も
原
則
と
し
て
第
一
修
正
の
原
則
に
戻
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
レ
ッ
ド
ラ
イ
オ
ン
判
決
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
は
リ
ノ
�
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
。
下
品
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
ラ
ジ
オ
で
禁
止

す
る
こ
と
は
パ
シ
フ
ィ
カ
判
決
で
許
さ
れ
た
が
、
地
上
波
放
送
と
異
な
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
一
九
九
七
年
に
本
判
決
が
下
さ
れ
る
ま
で

明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
大
沢
秀
介
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
表
現
の
自
由
」
法
学
教
室
一
九
四
号
八
一
頁
（
一
九
九
六
）。
山
口
い
つ
子
「
サ

イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
に
お
け
る
表
現
の
自
由
・
再
論

東
京
大
学
社
会
情
報
研
究
所
紀
要
第
五
三
号
（
一
九
九
七
）。

（
４３
）

47
U
.S.C
.S.§

223

（a

）（1
）（B
）（�

）,223

（d

）.

（
４４
）

A
C
L
U
v.R
eno,24

M
edia

L
.R
ep.1379

（1997

）.

（
４５
）

R
eno
v.A
C
L
U
,521

U
.S.844

（1997
）.

通
称R

eno
I.

（
４６
）

R
eno
I,at

879,859,footnote
24.

（
４７
）

R
ed
L
ion
B
roadcasting

C
o.v.F

ederal
C
om
m
unications

C
om
m
ission,395

U
.S.367

（1969

）,

地
上
波
放
送
局
に
対
し
て
、

周
波
数
の
希
少
性
を
理
由
に
、F

C
C

（
連
邦
通
信
委
員
会
）
の
管
轄
の
下
に
免
許
制
に
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
本
判
決
で
連
邦
最
高
裁
は
、

公
正
原
則
を
支
持
し
た
。

（
４８
）

Id
.at
869.

（
４９
）

D
enver

A
rea
E
duc.T

elcom
s.C
onsortium

v.F
C
C
,518

U
.S.727

（1996

）.

デ
ン
バ
ー
判
決
で
は
、
下
品
な
コ
ン
テ
ン
ツ
が
家

庭
に
侵
入
す
る
と
い
う
争
点
を
扱
っ
た
。
新
聞
・
雑
誌
で
は
許
容
さ
れ
な
い
規
制
も
ケ
ー
ブ
ル
や
地
上
波
放
送
で
は
許
容
さ
れ
る
可
能
性
も

あ
る
。

（
５０
）

Id.

（
５１
）

47
U
.S.C
.S
§
231
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（
５２
）

A
C
L
U
v.R
eno,217

F
.3d
162

（2000

）.

（
５３
）

A
shcroft

v.A
C
L
U
,535

U
.S.564

（2002

）.

ブ
レ
イ
ヤ
ー
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
文
言
は
全
国
的
な
基
準
を
意
図
し
て
お
り
、
地
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
意
識
し
た
も
の
で
は
な
い

と
分
析
す
る
。B

reyer,J.,concurring
in
part

and
concurring

in
the
judgm

ent,at
590.

ケ
ネ
デ
ィ
は
、
巡
回
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
、
差
し
戻
し
し
た
点
を
支
持
す
る
が
、
未
成
年
者
に
対
す
る
有
害
性
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

基
準
に
判
断
す
る
点
に
つ
い
て
全
国
的
な
基
準
で
あ
っ
て
もC

O
P
A

を
支
持
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。K

ennedy,J.,joined

by
Souter

and
G
insburg,JJ.,concurring

in
the
judgm

ent,at
591.

（
５４
）

T
hom
as
J.,delivered

the
opinion,joined

by
Stevens,Souter,T

hom
as,and

G
insburg,J.

（
５５
）

A
C
L
U
v.A
shcroft,322

F
.3d
240

（2003

）.

（
５６
）

Id
.at
270

―71.

（
５７
）

A
shcroft

v.A
C
L
U
,159

L
.E
d.2d

690,542
U
.S.656

（2004

）.

通
称R

eno
II.

（
５８
）

R
eno
II
,at
667,685.

（
５９
）

Id
.

ブ
レ
イ
ヤ
ー
反
対
意
見
は
、C
O
P
A

は
合
憲
で
あ
る
と
い
う
。
彼
は
連
邦
議
会
がC

O
P
A

よ
り
も
狭
く
立
法
を
制
定
で
き
た
は
ず
だ

と
い
う
点
が
誤
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
。C

O
P
A

を
合
憲
限
定
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
違
憲
判
断
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
と
い
う
。

B
reyer,J.,joined

by
R
ehnquist,C

h.J.,and
O
’C
onnor,J.,dissenting,at

677.

ス
カ
リ
ア
は
、C
O
P
A

は
商
業
サ
イ
ト
だ
け
に
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
厳
格
審
査
は
妥
当
せ
ず
合
憲
で
あ
る
と
述
べ
る
。

Scalia
J.,dissenting,at

677.

（
６０
）

A
C
L
U
v.G
onzales,478

F
.Supp.2d

775

（2007

）.

司
法
省
は
、
本
判
決
を
受
け
て
、
各
検
索
エ
ン
ジ
ン
に
対
し
て
、
問
題
の
あ
る

サ
イ
ト
のU

R
L

を
提
出
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。
大
部
分
の
検
索
エ
ン
ジ
ン
は
司
法
省
の
文
書
提
出
命
令
（Subpoena

）
に
し
た
が
っ

て
い
る
。
こ
の
文
書
提
出
命
令
を
争
う
訴
訟
に
お
い
て
二
〇
〇
七
年
三
月C

O
P
A

に
つ
い
て
違
憲
無
効
の
判
断
を
下
し
て
い
る
。
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（
６１
）

U
nited

States
v.W

horley,569
F
.3d
211

（2009

）.

（
６２
）

U
nited

States
v.W

horley,550
F
.3d
326

（2008

）.

（
６３
）

T
he
O
bscene

P
ublications

A
ct
of
1857.

（
６４
）

R
egina

v.H
icklin,L

.R
.3
Q
.B
.360

（1868

）.

（
６５
）

作
品
中
の
半
分
が
わ
い
せ
つ
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。

（
６６
）

Jam
es
A
lexander,

R
oth
at
F
ifty:R

econsidering
the
C
om
m
on
L
aw
A
ntecedents

of
A
m
erican

O
bscenity

D
octrine

,

41
J.M
arshall

L
.R
ev.393,406

―14

（2008

）.

（
６７
）

U
nited

States
v.B
ennett,24

F
.C
as.1093

（C
.C
.S.D
.N
.Y
.1879

）.

（
６８
）

W
inters

v.N
ew
Y
ork,333

U
.S.507

（1948

）.

（
６９
）

N
.Y
.P
enal

L
aw
§
1141

（2

）

（
７０
）

R
oth
v.U
nited

States,354
U
.S.476

（1957

）.

（
７１
）

ロ
ス
判
決
は
、
次
の
ア
ル
バ
ー
ツ
判
決
と
一
緒
に
判
断
さ
れ
た
。P

eople
v.A
lberts,138

C
al.A

pp.2d
Supp.909,292

P
.2d

90

（C
al.A

pp.D
ep’t

Super.C
t.1955

）.

（
７２
）

18
U
.S.C
.1461.

（
７３
）

C
al.P
enal

C
ode
§
311

（1955

）.

（
７４
）

R
oth
.at
483

―484.

（
７５
）

ロ
ス
氏
は
、
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
が
適
用
さ
れ
る
と
主
張
し
た
が
、
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
保
護
さ
れ
る
言
論
に
の
み
明
白
か
つ
現

在
の
危
険
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
。

（
７６
）

R
oth
.at
488

―489.

（
７７
）

Id
.at
n.20.
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（
７８
）

Id.at
495

（W
arren,C

.J.,concurring

）.

（
７９
）

M
em
oirs
v.M

assachusetts,383
U
.S.413

（1966

）.
（
８０
）

M
ass.G

en.L
aw
s
ch.272,§

28C
et
seq.

（
８１
）

R
edrup

v.N
ew
Y
ork,386

U
.S.767

（1966

）.

（
８２
）

M
ishkin

v.N
ew
Y
ork,383

U
.S.502

（1966

）.

（
８３
）

G
inzburg

v.U
nited

States,383
U
.S.463

（1966

）.

（
８４
）

M
iller

v.C
alifornia,413

U
.S.15

（1973

）.

（
８５
）

C
al.P
enal

C
ode
§
311.2

（a

）.

（
８６
）

M
iller
,at
15,25.

（
８７
）

Jenkins
v.G
eorgia,418

U
.S.153

（1974

）.

（
８８
）

Id.

（
８９
）

遡
及
処
罰
の
禁
止
は
被
告
に
有
利
に
働
く
限
り
は
適
用
さ
れ
な
い
。

（
９０
）

W
ard
v.Illinois,431

U
.S.767

（1977
）.

（
９１
）

Ill.R
ev.Stat.ch.38,§

11

―20

（a

）（b

）（c
）.

（
９２
）

Jacobellis
v.O
hio,378

U
.S.184

（1964

）.

（
９３
）

P
aris
A
dult

T
heater

I
v.Slaton,413

U
.S.49

（1973

）.

（
９４
）

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
は
判
例
法
理
に
よ
っ
て
わ
い
せ
つ
素
材
の
展
示
の
差
止
め
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
９５
）

P
aris
,at
59

―60.

（
９６
）

K
ingsley

InternationalP
ictures

C
orp.v.R

egents,360
U
.S.684

（1959

）.

（
９７
）

Y
oung

v.A
m
erican

M
iniT

heater,Inc.,427
U
.S.50

（1976

）.
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（
９８
）

C
ity
of
R
enton

v.P
laytim

e
T
heaters,Inc.,475

U
.S
41

（1986

）.

（
９９
）

C
haplinsky

v.N
ew
H
am
pshire,315

U
.S.568,571

―72

（1942

）.

（
１００
）

D
aniel

A
.F
arber,F

irst
A
m
endm

ent

（F
oundation

P
ress

2003

）,at
136.

（
１０１
）

Id
.F
arber,at

140.

（
１０２
）

A
shcroft

v.A
C
L
U
,542

U
.S.656

（2004

）.

（
１０３
）

Jeffrey
G
.Sherm

an,L
ove
Speech:T

he
Social

U
tility

of
P
ornography

,47
Stan.L

.R
ev.661,662

（1995

）.

同
性
愛
者
に

と
っ
て
の
ポ
ル
ノ
の
必
要
性
を
主
張
す
る
点
で
マ
ッ
キ
ノ
ン
に
近
い
。C

ass
R
.
Sunstein,

P
ornography

and
the

F
irst

A
m
end-

m
ent
,1986

D
U
K
E
L
.J.589,612

―17.

第
一
修
正
の
価
値
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
ポ
ル
ノ
の
社
会
的
価
値
に
対
し
て
消
極
的
な
姿
勢
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
、
シ
ャ
ウ
ワ
ー
に
近
い
。

（
１０４
）

G
eoffrey

R
.Stone,Justice

B
rennan

and
the
F
reedom

of
Speech:A

F
irst
A
m
endm

ent
O
dyssey

,139
U
.P
a.L
.R
ev.

1333,
1343

―44

（1991

）.

ス
ト
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
ブ
レ
ナ
ン
は
憲
法
起
草
者
の
意
図
を
探
ろ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ

ム
ス
判
決
で
限
界
を
認
め
て
い
た
が
、
ロ
ス
判
決
で
は
第
一
修
正
の
起
源
に
触
れ
、
ラ
イ
ベ
ル
の
方
が
わ
い
せ
つ
問
題
よ
り
も
発
展
し
て
い

た
と
述
べ
て
い
る
。
ス
ト
ー
ン
は
、
連
邦
最
高
裁
の
判
断
に
統
一
性
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
理
解
で
き
る
。

（
１０５
）

Jacobellis.

（
１０６
）

P
aul
G
ew
irtz,O

n
“
I
K
now

It
W
hen
I
See
It
”,105

Y
ale
L
.J.1023,1026

（1996

）.

わ
い
せ
つ
物
該
当
性
を
、
定
義
に
よ
っ
て

確
定
し
、
保
護
さ
れ
な
い
範
疇
を
決
め
る
定
義
づ
け
ア
プ
ロ
ー
チ
の
欠
陥
を
指
摘
す
る
。

（
１０７
）

R
ichard

H
.F
allon,M

aking
Sense

of
O
verbreadth

,100
Y
ale
L
.J.853

（1991

）.

（
１０８
）

芦
部
信
喜
『
憲
法
訴
訟
の
理
論
』（
有
斐
閣

一
九
七
三
）。

（
１０９
）

し
か
し
、
日
本
で
言
う
ア
シ
ュ
ワ
ン
ダ
ー
ル
ー
ル
の
理
解
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
前
掲
芦
部
。

（
１１０
）

毛
利
透
『
表
現
の
自
由

そ
の
公
共
性
と
も
ろ
さ
に
つ
い
て
』（
岩
波
書
店

二
〇
〇
八
年
）。
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（
１１１
）

F
allon,A

s-A
pplied

and
F
acialC

hallenges
and
T
hird-P

arty
Standing

,113
H
arv.L

.R
ev.1321

（2000

）.

（
１１２
）C

haplinsky.
（
１１３
）

Supra,note
111,F

allon.
（
１１４
）

M
ichael

C
.D
orf,F

acialC
hallenges

to
State

and
F
ederalStatutes

,46
Stan.L

.R
ev.235

（1994

）

（
１１５
）

W
illiam

,at
1838

―39.

（
１１６
）

A
shcroft

v.A
C
L
U
,542

U
.S.656

（2004

）.

（
１１７
）

F
erber.

（
１１８
）

M
iller.

（
１１９
）

Id
.A
t
30

―31.

（
１２０
）

W
illiam

s
,at
1837

―39.

（
１２１
）

児
童
ポ
ル
ノ
の
作
成
は
、
連
邦
最
高
裁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
作
成
方
法
の
認
定
が
、
将
来
、
非
常
に
困
難
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
問
題
は
、
対
象
と
な
る
子
ど
も
が
存
在
し
な
い
が
、
ま
る
で
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
作
成
さ
れ
た
素
材
に
対
し
て
訴
追
が
及
ぶ
場
合
で

あ
る
。

（
１２２
）

コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
は
、
素
材
の
一
部
（
例
え
ば
顔
や
裸
体
）
を
未
成
年
者
と
成
年
者
の
も
の
と
交
換
し
て
結
合
さ
せ
る
手
法
を
い
う
。
境

界
部
分
を
ぼ
か
し
た
り
、
変
形
し
た
り
し
て
一
体
化
さ
せ
る
。

（
１２３
）

九
十
年
代
以
降
の
わ
い
せ
つ
規
制
に
関
す
る
考
察
と
し
て
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
加
藤
隆
之
『
性
表
現
規
制
の
限
界
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

二
〇
〇
八
）
を
参
照
。
本
原
稿
の
第
二
校
正
直
前
に
、
有
益
な
助
言
を
頂
い
た
。
二
〇
〇
〇
年
判
決
後
の
連
邦
議
会
の
立
法
の
動
き
を
表
現

の
自
由
の
視
点
か
ら
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
前
掲

毛
利
参
照
。
仲
介
行
為
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
永
井
善
之
「
判
批
」『
ア
メ
リ
カ
法

（
二
〇
〇
九
―
一
）』
一
五
三
頁
参
照
。

（
１２４
）

C
haplinsky.
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（
１２５
）

Supra,note
104
,Stone.

（
１２６
）

例
え
ば
「
児
童
の
売
買
、
児
童
買
春
及
び
児
童
ポ
ル
ノ
に
関
す
る
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
選
択
議
定
書
（
略
称

児
童
の
売
買

等
に
関
す
る
児
童
の
権
利
条
約
選
択
議
定
書
）」
は
平
成
一
七
年
に
日
本
で
発
効
し
て
い
る
。

（
１２７
）

ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
検
討
と
し
て
、
奈
須
祐
治
「
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
の
害
悪
と
規
制
の
可
能
性
（
二
・
完
）」
関
西
大
学
法
学
論
集

五
四
巻
二
号
一
六
一
頁
。
小
谷
順
子
「
米
国
に
お
け
る
表
現
の
自
由
と
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
」
法
政
論
叢
四
〇
巻
二
号
一
四
九
頁
。

（
１２８
）

C
atherine

M
acK
innon,P

ornography,C
ivilR

ights
and
Speech

,20
H
arv.C

.R
.

―C
.L
.L
.R
ev.1,18

―20

（1985

）.

（
１２９
）

F
redrick

Schauer,Speech
and
“
Speech

”

―O
bscenity

and
“
O
bscenity

”:A
n
E
xercise

in
the
Interpretation

of
C
on-

stitutionalL
anguage

,67
G
eo.L

.J.899,922

―23

（1979

）.

（
１３０
）

T
hom
as
E
m
erson,P

ornography
and

the
F
irst
A
m
endm

ent:R
eply

to
P
rofessor

M
acK
innon

,
3
Y
ale
L
.
&
P
ol.
R
ev.

130,131

―132

（1985

）.

（
１３１
）

A
m
y
A
dler,

W
hat’sL

eft？
:H
ate
Speech,P

ornography,and
the
P
roblem

for
A
rtistic

E
xpression

,
84
C
alif.
L
.
R
ev.

1499,1508

（1996

）.

（
１３２
）

A
m
erican

B
ooksellers

A
ssn.v.H

udnut,771
F
.2d.323

（7
th,C
ir.1985

）.

（
１３３
）

Id
.at
325.

（
１３４
）

最
高
三
小
決
平
成
一
三
年
七
月
一
六
日

刑
集
五
五
巻
五
号
三
一
七
頁
。
長
谷
部
恭
男
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
わ
い
せ
つ
画
像
の

発
信

ベ
ッ
コ
ア
メ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
件
」
法
律
時
報
六
九
巻
一
号
（
一
九
九
七
年
）
一
二
三
頁
。
園
田
寿
「
メ
デ
ィ
ア
の
変
貌

わ

い
せ
つ
罪
の
新
た
な
局
面
」『
中
山
研
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
四
巻
』（
成
文
堂
）（
一
九
九
七
年
）
一
六
七
頁
。
前
掲
加
藤
が
詳
細
。

（
１３５
）
〈http://w

w
w
.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/htm

l/kaigiroku/000417120090626012.htm
#
p_honbun

〉
さ
ら
に
、
森
山

眞
由
美
・
野
田
聖
子
『
よ
く
分
か
る
改
正
児
童
買
春
・
児
童
ポ
ル
ノ
禁
止
法
』（
ぎ
ょ
う
せ
い

二
〇
〇
五
年
）。

（
１３６
）

議
事
録

田
島
意
見
参
照
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（
１３７
）

永
井
善
之
『
サ
イ
バ
ー
・
ポ
ル
ノ
の
刑
事
規
制
』（
信
山
社

二
〇
〇
三
）。

（
本
研
究
は
平
成
二
一
年
度
駿
河
台
大
学
特
別
研
究
費
の
助
成
を
受
け
た
。）
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